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まえがき 

 

平成２９年３月に小学校・中学校学習指導要領が改訂されました。

新しい学習指導要領は、①子供たちに求められる資質・能力とは何か

を社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視するこ

と、②知識の理解の質を更に高め、確かな学力を育成すること、③豊

かな心や健やかな体を育成することを基本的なねらいとして改訂が

行われました。 

さらに、総則においては、障害のある児童などへの指導について、

児童生徒の障害の状態等に応じた指導の工夫や特別支援学級、通級に

よる指導における特別の教育課程の編成にかかわる基本的な考え方、

そして、個別の教育支援計画や個別の指導計画の位置付けが示されま

した。特に今回の改訂では、特別支援学級では、特別の教育課程の編

成の際には自立活動を取り入れるということ、また、特別支援学級に

在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒に対する二つ

の計画を作成・活用することが明示されました。 

これらの新しい学習指導要領の改訂を踏まえて、このハンドブック

においても、所要の見直しを行いました。今回の発行に当たっては、

前回の編集方針「読んで分かる」「すぐにできる」を踏襲しました。 

また、「特別支援学級及び通級による指導 教育課程編成の手引」

（栃木県教育委員会）も併せて読むことで、教育課程を編成する上で

の法的根拠などを確認してください。 

このハンドブックが、児童生徒が本来持っている力を最大限に発揮

して、自立し社会参加できるよう、児童生徒への適切な指導や支援の

一助となることを願っています。 

平成 31(2019)年３月 

栃木県総合教育センター所長 

大森 亮一 
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ポイント

を示しま

した。 

「手引」P.79 

「特別支援学級及び通級による指導 

教育課程編成の手引」（特別支援教

育室）の関連ページを示しました。 
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特別支援学級の教育の 
基礎的知識 

 

 

 

 
 

1 特別支援教育について 

 ・特別支援教育とは何ですか？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 

 ・特別支援学級はどのような学びの場ですか？ ‥‥‥‥‥‥4 

2 障害について 

 ・障害とは何ですか？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 

 ・なぜ児童生徒理解が大切なのですか？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 

 ・知的障害とはどのようなものですか？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 

 ・自閉症とはどのようなものですか？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 

 ・肢体不自由のある児童生徒に対する 

各教科の指導における留意点は？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥14 

3 教育課程について 

 ・なぜ「特別の教育課程」を組むことができるのですか？ ‥16 

 ・知的障害特別支援学級の教科別の指導の特徴は？ ‥‥‥‥18 

 ・特別支援学級における学習の評価は？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥20 

 ・交流及び共同学習を行う際に気を付けることは？ ‥‥‥‥22 

4 個別の指導計画について 

 ・なぜ個別の指導計画を作るのですか？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥24 

 ・個別の指導計画を作る際の留意点は？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥26 

 ・実態把握を行う際に大切なことは？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28 

5 自立活動について 

 ・自立活動とはどのような教育活動ですか？ ‥‥‥‥‥‥‥30 

 ・自立活動の６区分 27 項目とは何ですか？ ‥‥‥‥‥‥‥32 

 ・自立活動の指導目標はどのように立てたらよいですか？ ‥34 

 ・自立活動の「1 健康の保持」とは？  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥36 

 ・自立活動の「2 心理的な安定」とは？  ‥‥‥‥‥‥‥‥38 

 ・自立活動の「3 人間関係の形成」とは？  ‥‥‥‥‥‥‥40 

 ・自立活動の「4 環境の把握」とは？  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥42 

 ・自立活動の「5 身体の動き」とは？  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥44 

 ・自立活動の「6 コミュニケーション」とは？  ‥‥‥‥‥46 

6 進路指導について 

 ・中学校において進路指導を行う際に気を付けることは？ ‥48 

 ・特別支援学校の学校見学会・体験学習に 

生徒を参加させる際、担任が留意することは？ ‥‥‥50 

7 他機関連携について 

 ・個別の教育支援計画とはどのようなものですか？ ‥‥‥‥52 

 ・特別支援学校のセンター的機能とは 

どのようなものですか？ ‥‥‥‥‥54 

 ・療育手帳とはどのようなものですか？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥56 
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○特別支援教育は、障害のある児童生徒の自立と社

会参加を目指し、児童生徒の主体的な力を高める教

育です。 

 

○また特別支援教育は、障害によって起こる学習や

生活上の困難を、主体的に改善・克服する力を養う

ために行われます。 

 

○すべての人が自分らしさを発揮できる社会を「共

生社会」と言います。共生社会の実現のためには、

すべての児童生徒が自分らしさを発揮できるよ

うにする必要があります。 

 

○特別支援教育は、共生社会の実現を目指して行い

ます。 

特別支援教育とは何ですか？ 

1 特別支援教育について 



3 
 

＜障害の種類と学びの場＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害のある児童生徒のための多様な学び

の場があります。 

特別支援学校 
視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 病弱 知的障害 
(特別支援学校学習指導要領に基づいて教育課程を編成) 

特別支援学級 
視覚障害 聴覚障害 知的障害 病弱・身体虚弱 

肢体不自由 自閉症・情緒障害 
(小・中学校学習指導要領を基本に、 

自立活動の領域を加えて教育課程を編成) 

通常の学級 
視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 

言語障害  自閉症 情緒障害 学習障害  注意欠陥多動性障害 

 

通級による指導 
(知的障害以外の障害に対して、特別な指導〔自立活動の指

導〕を行う必要がある場合のみ、通常の学級の教育に併用す
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○次ページの表の「特別支援学級」の欄には、対象

となる児童生徒の障害の程度が示されています。 

 

○「特別支援学級」の欄には、「困難な程度のもの」

と記されています。それに対し、特別支援学校の

欄には「著しく困難な程度のもの」と記されてい

ます。このことから、特別支援学級は障害の程度

が比較的軽度な児童生徒が学ぶ場であることが

分かります。 

 

○障害の程度を含め、児童生徒の障害の状況等を総

合的に見立て、保護者と合意形成をした上で入級

します。 

 

○障害の状況等は変わります。入級後も適切な学び

の場について保護者との相談を継続して行います。 

特別支援学級はどのような学びの場ですか？ 

1 特別支援教育について 
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特別支援学校、特別支援学級、通常の学級(通級による指導)の対象となる障害の程度 

 
特別支援学校 特別支援学級 

通常の学級 

通級による指導  

視 
覚 
障 
害 
者 

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又
は視力以外の視機能障害が高度のもの
のうち、拡大鏡等の使用によっても通常
の文字、図形等の視覚による認識が不可
能又は著しく困難な程度のもの 

拡大鏡等の使用によっても通
常の文字、図形等の視覚による
認識が困難な程度のもの 

 

拡大鏡等の使用によっても通常の文
字、図形等の視覚による認識が困難な
程度の者で、通常の学級での学習にお
おむね参加でき、一部特別な指導を必
要とするもの 

左記に
掲げる程
度に達し
ないもの 

聴 
覚 
障 
害 
者 

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベ
ル以上のもののうち、補聴器等の使用に
よっても通常の話声を解することが不
可能又は著しく困難な程度のもの 

補聴器等の使用によっても通
常の話声を解することが困難
な程度のもの 

補聴器等の使用によっても通常の話声
を解することが困難な程度の者で、通
常の学級での学習におおむね参加で
き、一部特別な指導を必要とするもの 

 

〃 

 

知 
的 
障 
害 
者 

一 知的発達の遅滞があり、他人との意
思疎通が困難で日常生活を営むのに
頻繁に援助を必要とする程度のもの 

二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲
げる程度に達しないもののうち、社会
生活への適応が著しく困難なもの 

知的発達の遅滞があり、他人と
の意思疎通に軽度の困難があ
り日常生活を営むのに一部援
助が必要で、社会生活への適応
が困難である程度のもの 

  

〃 

 

 

肢 
体 
不 
自 
由 
者 

一 肢体不自由の状態が補装具によっ
ても歩行、筆記等日常生活における基
本的な動作が不可能又は困難な程度
のもの 

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる
程度に達しないもののうち、常時の医
学的観察指導を必要とする程度のも
の 

補装具によっても歩行や筆記
等日常生活における基本的な
動作に軽度の困難がある程度
のもの 

 

肢体不自由の程度が、通常の学級での
学習におおむね参加でき、一部特別な
指導を必要とする程度のもの 

 

 

〃 

 

 

病 
 
弱 
 
者 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神
経疾患、悪性新生物その他の疾患の状
態が継続して医療又は生活規制を必
要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が継続して生活規
制を必要とする程度のもの 

一 慢性の呼吸器疾患その他
疾患の状態が持続的又は間
欠的に医療又は生活の管理
を必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が持続的
に生活の管理を必要とする
程度のもの  

 病弱又は身体虚弱の程度が、通常の学
級での学習におおむね参加でき、一部
特別な指導を必要とする程度のもの 

 

〃 

 

 

言 
 
語 
 
障 
 
害 
 
者 

 
口蓋裂、構音器官のまひ等器質
的又は機能的な構音障害のあ
る者、吃音等話し言葉における
リズムの障害のある者、話す、
聞く等言語機能の基礎的事項
に発達の遅れがある者、その他
これに準じるもの（これらの障
害が主として他の障害に起因
するものではない者に限る。）
で、その程度が著しいもの 

 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は
機能的な構音障害のある者、吃音等話
し言葉におけるリズムの障害のある
者、話す、聞く等言語機能の基礎的事
項に発達の遅れがある者、その他これ
に準じるもの（これらの障害が主とし
て他の障害に起因するものではない者
に限る。）で、通常の学級での学習に
おおむね参加でき、一部特別な指導を
必要とする程度のもの 

 

〃 

 

 

自 
閉 
症 
者 

 
一 自閉症又はそれに類する

もので、他人との意思疎通及
び対人関係の形成が困難で
ある程度のもの 

 
二 主として心理的な要因に

よる選択性かん黙等がある
もので、社会生活への適応が
困難である程度のもの 

 自閉症又はそれに類するもので、通常
の学級での学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とする程度のも
の 

 
 

〃 

情 
緒 
障 
害 
者 

 
主として心理的な要因による選択性か
ん黙等があるもので、通常の学級での
学習におおむね参加でき、一部特別な
指導を必要とする程度のもの 

 

〃 

 

学 
習 
障 
害 
者 

  
 全般的な知的発達に遅れはないが、聞
く、話す、読む、書く、計算する又は
推論する能力のうち特定のものの習得
と使用に著しい困難を示すもので、一
部特別な指導を必要とする程度のもの 

 

〃 

 

注
意
欠
陥
多

動
性
障
害
者 

  
年齢又は発達に不釣り合いな注意力、
又は衝動性・多動性が認められ、社会
的な活動や学業の機能に支障をきたす
もので、一部特別な指導を必要とする
程度のもの 

 

〃 

 

 
根 
拠 

学校教育法施行令第22条の3 「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)｣(平成
25年10月4日25文科初第756号) 

参考：「教育支援資料 ～障害のある子供の就学手続と早期からの一貫した支援の充実～」(平成25年10月 文部科学省初等
中等教育局特別支援教育課) 
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○世界保健機関は、「ICF(国際生活機能分類)」(次

ページ参照)に基づいて障害を捉えています。 

 

○障害のある児童生徒には、心身機能や身体構造に

不十分さが見られます。 

 

○そのため、読み・書き・歩行などの「活動」が困

難である、学校生活への「参加」が難しいなどの

状況になりがちです。それが「障害」という状況

です。 

 

○障害状況に陥りやすい児童生徒に対して、学校生

活における「活動」や「参加」ができるよう環境を整え、

発達を促していくことは、特別支援学級担任だけで

なくすべての教師に求められることです。 

障害とは何ですか？ 

2 障害について 
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＜世界保健機関のＩＣＦ＞ 

（International Classification of Functioning,disability and health） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・矢印が双方向を向いているのは、相互に影響

を与えていることを示しています。 

・例えば、言語表出が苦手な自閉症のある児童生徒

に、担任が橋渡し役となり言葉を添えて会話の手

助けをすることにより、話すという「活動」がで

き、授業に「参加」できるようになります。 

例えば自閉症の

ある子の場合 

「活動」や「参加」ができる環境を整えること

が必要です。 
「手引」P.79 

 

健康状態 

心身機能 

身体構造 
活 動 参 加 

環境因子 個人因子 

自閉症 言語表出が苦手 

話せる 

授業に参加 
教師の手助け 

学校が 

楽しい 
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○いわゆる「問題行動」に対し、診断名を持ち出し

て考えてもその行動の意味は捉えられません。例え

ば、「こだわり行動」の理由を「自閉症だから」

ということがこれに当たります。 

 

○児童生徒が何かにこだわることの背景には、その

児童生徒の「思い」があります。まずは、「思い」

を受け止めることが、児童生徒の理解につながり

ます。 

 

○児童生徒の「思い」を読み取ることから教育が始まり

ます。 

 

○行動の背景にある児童生徒の「思い」を教師が理

解し、その理解をもとにしてかかわりを広げてい

くと、児童生徒の行動も変わります。 

なぜ児童生徒理解が大切なのですか？ 

2 障害について 
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＜水道水の泡の話＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎくんは水が好きでですね、教室の後ろに水場があって、水道の栓を全開にし

て水を出すんです。そこにコップを持ってきて水を注ぎ、それをピシャとたた

きつけるようにして捨てるんです。これを一時期、本当に毎日１時間ぐらいや

っていたことがあります。ある時、たまたま私もその時余裕があって、Ｎくん

と一緒にちょっと真似してやってみようって、そういうふうにやってみたらど

うかというアドバイスも受けていたので、やってみたことがあるんです。Ｎく

んと一緒に水道栓全開にしてですね、バッとこういうふうに水を入れてそれで

捨てるんです。その時にハッと思ったことがある。全開で水が出ていますから、

ものすごい勢いですね。そこにコップを差し入れます。そうすると、そこに入

る水はですね、どう具合になるかというと、すごい勢いで出ているから、たく

さんの気泡を含んだ水が入るんです。若干ソーダ―状態のような水になるわけ

です。で、これをそっと耳の側に持ってくると、ピチピチっと気泡がはねる音

が聞こえるんです。でも、炭酸水ではなくて普通の水道水ですから、泡はすぐ

に消えてしまいます。だから、捨てて、また入れる。「あー、そうか」って。

入れて、聞いて、捨てて、また入れて、聞いて、捨てて‥‥、あっそうか。そ

うやって聞いていたんだ。本当のところは、Ｎくんに聞くしかないのですが、

７割か８割ぐらいはきっとそうじゃないかなと思っています。そのパチパチっ

とはじける小さな音を楽しむ。そういう繊細な一面というのをＮくんは持って

いる人なんだ、という具合に理解しました。「本当に音が聞こえるね」ってい

う顔でＮくんを見たら、そういう私の顔をじっと見ていました。それからしば

らくして、Ｎくんはもう飽きたのか、すっかりやらなくなりました。手を洗い、

飲むための水道に、そんな楽しみ方があることを、発見して、一本取られたっ

ていう感じでした。 

菅井裕行「障害のある子どもたちとの係わり合いから学んだこと」 

（『障害児教育学研究』9巻 1号 2004，ｐ33-34）より抜粋) 

※Nくんは自閉症との診断を受けた児童、アンダーラインは後でつけたもので原文にはありま

せん。 

 

「障害のみを見て子ども自身を見ない」ということに

ならないようにします。 
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○知的障害のある児童生徒は、学習内容の理解が断

片的になりやすく、抽象的な思考が苦手です。 

 

○抽象的思考の苦手さのため、自ら判断して行動す

る場面も少なく、生活経験が不足しがちです。ま

た、成功体験を味わうことが少ないため、意欲的

に取り組むことが難しい児童生徒もいます。 

 

○実際的・具体的な内容で学習を進めたり、実際の

生活場面で活動を促したりといった、学習意欲を

引き出す指導が大切です。 

 

○新担任が感じる悩みの例を、次ページで紹介しま

す。一緒に考えてみましょう。 

 

知的障害とはどのようなものですか？ 

2 障害について 
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＜発想を変えよう!＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新担任の悩み① 「簡単な漢字の書き取りや計算もできないか

ら、プリントを繰り返し解かせて定着させないと」‥？ 

プリントで問題が解けるようになっても、

実際の生活で生かすことが難しい場合もあ

ります。そのような場合は、P.122 の実践 

例にあるように、系統性を踏まえて指導し

たり、実際の生活で学習内容を活用する場

面を増やしたりします。 

新担任の悩み② 「一度教えたことをすぐ忘れてしまう」‥？ 

学習内容の有用性や必然性を感じられるよう

指導します。学習後、学んだことを実際の生

活で生かせるよう、教師が意図的に場面を設

定し。繰り返し学習すると効果的です。 

実際的・具体的に指導し、成功体験を積ませる

ことが必要です。 
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○自閉症は、社会性の困難、コミュニケーションの困難、

こだわり行動、感覚過敏などが見られる障害です。 

 

○社会性の困難とは、公共の場では大声を出さない

といった社会的習慣の理解が難しい、対人関係が

うまくとれない、などのことです。 

 

○コミュニケーションの困難とは、相手との言葉・

身振り・表情などのやり取りが難しいことです。 

 

○こだわり行動とは、例えば「決まった道を通って

下校しないと気が済まない」といったことです。 

 

○感覚過敏とは、例えば大きな音が苦手、特定の食

物しか食べないなどのことです。 

 

○新担任が感じる悩みの例を、次ページで紹介しま

す。一緒に考えてみましょう。 

自閉症とはどのようなものですか？ 

2 障害について 
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＜児童生徒の立場に立って考えよう!＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新担任の悩み① 「こだわり行動が多く見られるので、や

めさせたい」‥？ 

不安が高まると、いわゆる「こだわり行動」

が多く見られるようになります。こだわり行

動の背景にある児童生徒の思いを推測し、安

心感を高めるなど必要な支援を行います。 

新担任の悩み② 「感情が高ぶった時乱暴な言動をやめ

させるために強く言うが、指導の効果がない」‥？ 

感情が高ぶった時、「静かにしなさい!」など

強い指導で対応するのは逆効果です。静かな

落ち着ける場所に連れていき安心させ、教師

がゆったりと話をしながら指導します。 

児童生徒の立場に立った指導が求められます。 
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〇体験的な活動を通して言語概念等の形成を的確に

図り、児童生徒の障害の状態や発達の段階に応じ

た思考力、判断力、表現力等の育成に努めます。 

 

〇児童生徒の身体の動きの状態や認知の特性、各教

科の内容の習得状況等を考慮して、指導内容を適

切に設定し、重点を置く事項に時間を多く配当す

るなど計画的に指導します。 

 

〇児童生徒の学習時の姿勢や認知の特性に応じて

指導方法を工夫します。 

 

〇児童生徒の身体の動きや意思の表出の状態等に応

じて、適切な補助具や補助的手段を工夫するとと

もに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活

用し、指導の効果を高めます。 

 

〇これらのことについて、「特別支援学校学習指導

要領解説 各教科等編」「特別支援学校教育要

領・学習指導要領解説 自立活動編」を参考にし

ましょう。 

 

肢体不自由のある児童生徒に対する各教

科の指導における留意点は？ 

2 障害について 
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＜実態把握が大切！＞ 

 

 

 

 

進んで身体を動かすことができるよう、好きな

活動を取り入れるなどの工夫が大切です。 

新担任の悩み① 「学習中、よい姿勢を保つことが難しい

ようです」‥？ 

運動・姿勢の困難は、姿勢

保持の工夫と運動・姿勢の補

助的手段の活用によって軽減

されることがあります。例え

ば、座位姿勢の安定のための

いす、作業能力向上のための

机の使用などが考えられま

す。 

新担任の悩み② 「身体の動きに制約があります。体育の

指導はどのような工夫ができますか」‥？ 

  仲間と積極的に活動できるよう、用具やル

ールの変更を行ったり、それらの変更につい

て仲間と話し合う活動を行ったり、必要に応

じて補助用具の活用を図ったりするなどが考

えられます。 

児童生徒の理解

を深めるために

特別支援学校

(肢体不自由)の

センター的機能

を活用しましょ

う。 
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○特別支援学級は、障害のある児童生徒を対象とす

る学級であるため、対象となる児童生徒の障害の

種類・程度等によっては、障害のない児童生徒に

対する教育課程をそのまま適用することが適当

でない場合もあります。そのため、学校教育法施

行規則第 138 条において「特別の教育課程による

ことができる」と規定しています。 

 

○編成する際には、障害による学習上又は生活上の

困難の改善・克服を目的とした指導領域である

「自立活動」を取り入れます。 

 

○特別の教育課程を編成する場合においても、学校

教育法にある小学校・中学校の目的と目標を達成

するよう編成することは、通常の学級と変わりあり

ません。 

なぜ「特別の教育課程」を組むことができ

るのですか？ 

3 教育課程について 
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＜特別の教育課程を編成する際には＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学級の実態をもとに、教育課程を編成します。 

① 「自立活動」を取り入れる 
・「自立活動」は、障害による学習上又は生活上の困難

の改善・克服を目的とした指導領域です。 

※「自立活動」を取り入れる際は、「５ 自立活動につ

いて(P.30-47)」「教育課程に教科別の指導や自立活

動の指導を位置付ける場合の留意点は？(P.66-67)」

を参照してください。 

②各教科の目標・内容を 

下学年の目標や内容に替える 
・知的障害のない児童生徒については、障害の状態を

考慮し、特に必要がある場合に適用します。 

③各教科を、当該各教科に相当する「知的障害者である

児童生徒に対する教育を行う特別支援学校」の各教科

の目標や内容に替える 

・知的障害のある児童生徒で、②では十分に対応でき

ない場合に適用できます。 

「手引」P.5-8 
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○知的障害特別支援学級の教科別の指導では、児童

生徒の自立を目指し、実際的・具体的な内容を取

り上げます。 

 

○例えば、算数や数学では買い物場面をもとに計算を

学習する、国語の読解では場面ごとの状況を示した

絵を黒板に貼り、それを用いて説明するというよう

に、具体的な教材を使って具体的な内容を指導し

ていきます。 
 

○学んだことを実際の生活に生かすことも大切で

す。 
 

○児童生徒の実際の生活と学習内容を関連付けると、

児童生徒は主体的に学習に取り組み、理解を深め

ることができます。 

知的障害特別支援学級の教科別の指導の

特徴は？ 

3 教育課程について 
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＜知的障害特別支援学級における教科別の指導の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算数「ボウリングの得点計算」 

○２年生、３年生、６年生が在籍する学級で、み

んなでボウリングをし、10 本のピンを倒します。 

○２年生は倒れたピンを数える、３年生はそれを

黒板に書く、６年生はスコア表を書くというよ

うに役割を決めてゲームを進めていきます。 

○ゲームの結果発表では、２年生が自分の倒した

ピンの数を発表したり、３年生が３人で倒した

ピンの合計を発表したり、６年生が倒したピン

の割合を分数で表したりして発表します。 

国語「楽しい文章作り」 

○「  は  を    。」という台紙と、児童

生徒の生活と関連した言葉のカード(「わたし」

「あなた」「きゅうしょく」「おやつ」「たべます」

「おかわりします」)を用意します。 

○裏返したカードを台紙に置いて文章を作り、み

んなで楽しみます。 

○できた文章を声に出して読んだり、ノートに漢

字を使って書いたりします。 

知的障害のある児童生徒が主体的に取り組

めるように学習活動を工夫します。 
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○基本的には、障害のない児童生徒に対する評価と

変わりません。評価の考え方は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

○単元目標や本時の目標を明確にすることが、妥当

性のある評価を行うためには欠かせません。学級

や児童生徒一人一人の実態を把握し、単元目標と

それに基づく本時の目標を設定します。 

 

 

 

 

特別支援学級における学習の評価は？ 

3 教育課程について 

・学習指導要領に定められた各教科の目標などに準拠して

評価を行うこと。 

・個別の指導計画を活用し、個人内評価を重視すること。 

・学習指導と学習評価を一体的に進めること。 

・指導目標や指導内容、評価規準の設定において、一定の

妥当性が求められること。 

・評価をもとに、本時の指導や単元計画を見直すこと。 

目標が明確でないと評価できない 

「本時の目標」「目指す児童生徒像」を担任がはっき

りつかんでいないと、よい評価はできません。「目標」

と「本時の指導による児童生徒の変容」を並列して

実践を記録すると、評価に役立ちます。 
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○正しい評価を行うためには、評価規準を明確にし

ます。単元目標や本時の目標を踏まえ、評価規準

を設定します。 

 

 

 

 

 

 

○特別支援学級は、児童生徒の障害に応じた「特別

の教育課程」を編成し、単元計画や本時の指導計

画を立てて授業を行っています。児童生徒の評価

をもとに、編成した教育課程の妥当性を確かめる

ことも大切です。 

 

 

授業中の言葉かけが大切 
評価は単元終了時の「総括的評価」だけではありま

せん。できたところを認める、がんばりを励ますな

どの毎時間の言葉かけも大切な評価です。児童生徒

が、自分の成長に気付けるよう言葉かけをすること

で、学習意欲も高まります。 

児童生徒の成長を毎時間の言葉かけで認め

ることが大切です。 

「手引」P.14 

 



22 
 

 
 
 
 
○交流及び共同学習は、障害のある児童生徒とその

教育に対する正しい理解と認識を深めるための

絶好の機会であり、同じ社会に生きる人間として、

お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生

きていくことの大切さを学ぶ場でもあると考えられ

ます。(小学校〔中学校〕学習指導要領解説総則編より) 

 

○上記の交流及び共同学習の趣旨と、当該児童生徒

の交流及び共同学習の目標を、通常の学級の担任

と事前に確認し合うことが必要です。 

 

○交流及び共同学習を行う通常の学級の担任と当

該児童生徒の配慮すべき点などについて、事前に

話し合います。 

 

交流及び共同学習を行う際に気を付ける

ことは？ 

3 教育課程について 



23 
 

 

 

 

 

 

○児童生徒が交流及び共同学習の参加に消極的な

場合は、児童生徒にとってふさわしい交流及び共

同学習になっているか見直します。以下の点に留

意します。 

 

 

 

 

 

 

 
障害のある児童生徒と障害のない児童生徒

が、互いに学び合える条件を、交流学級の担任

と共に整えることが重要です。 

 

① 児童生徒にとって負担のある学習になっていないか。 

授業に参加できる内容かどうか。 

②交流先の学級の友人関係はどうか。 

③交流先の環境はどうか。座席の配置、児童生徒にとって

苦手な大きな音などはないか。 

通常の学級の担任とティーム・ティーチングを実

施する場合は、役割分担を明確にして行いまし

ょう。 
例）全体の指導を通常の学級担任が行い、特別支援学級

の児童生徒と他の児童生徒の仲介役として特別支援

学級担任が動く。 など 

「手引」P.13 
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○うまくいっているところや、つまずいている中で

もうまくいっているところ（ここまではできる、

～の時はできる、☆☆があればできる等）は、一

人一人違います。個別の指導計画は、障害のある

児童生徒一人一人が主体的な力を十分に発揮で

きるようにするための計画です。 
 

○児童生徒のうまくいっているところを把握し伸

ばすための目標を立て、目標実現のための手立て

を考えます。目標や手立ては指導しながら修正し、

その後の指導に生かします。 
 

○指導目標や指導内容を教職員間や保護者と共有

し、連携して指導します。 
 

○年度終了時に、個別の指導計画をもとに、次年度

への引継ぎの内容をまとめます。 
 

なぜ個別の指導計画を作るのですか？ 

4 個別の指導計画について 
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＜個別の指導計画作成・活用のポイント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒のもつ「うまくいっているところ」を見

つけ、それを伸ばす視点から作成し活用します。 

「作って終わり」にせず、生かす 
・児童生徒は日々変化し、成長します。それに伴って

個別の指導計画も変わって当然です。その都度加筆

修正していきます。 

・児童生徒の指導に関わる複数の教員が、個別の指導

計画を共通の「指導のメモ」として活用します。 

・定期的な面談や家庭訪問の際に、個別の指導計画を

使って保護者に説明するなどして活用します。 

「うまくいっているところ」を伸ばす視点を 

大切にする 
・児童生徒のうまくいっているところを担任が発見し

たり、担任以外の教員の情報から担任の気付かない

うまくいっているところを見つけたりして、個別の

指導計画に記入し、指導に生かします。 

・児童生徒本人から、自分のうまくいっているところ

を聞き取り、個別の指導計画の作成や活用に生かし 

ます。 

・児童生徒のうまくいっているところについて、保護

者と十分に話合い、個別の指導計画の作成や活用に

生かします。 

「手引」P.16 
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○留意点を以下にまとめました。 

個別の指導計画作成の留意点 チェック 

各教科等における児童生徒の実態を把握す

る。 
□ 

学習面や生活面で伸ばしたいことを保護者と

話し合う。 
□ 

各教科等の指導目標を設定し、保護者と共通

理解を図る。 
□ 

目標は具体的な行動で記述する。（「児童生徒

が～できる。」の形式） 
□ 

交流及び共同学習として実施する教科等の目

標や手立てを教科担任と話し合って設定す

る。 

□ 

自立活動の指導の目標を設定する。 □ 

年度当初の短期目標は、第１期（３学期制の場

合であれば１学期）のみ記入する。 
□ 

目標や手立ての加筆・修正が必要な場合には、

朱書き等で適宜修正する。 
□ 

 

○保護者の意見を参考に個別の指導計画を作成し

たり、個別の指導計画を面談の説明資料として活

個別の指導計画を作る際の留意点は？ 

4 個別の指導計画について 
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用したりすると、家庭との連携がスムーズになり

ます。 

＜保護者の意見を参考に作成する例＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月‥学習面、生活面において、この１年間で

伸ばしたいところなどを保護者に聞く。

同時に学校の様子から実態把握をする。 

５月‥個別の指導計画作成→家庭訪問で個別の

指導計画をもとに１年間の指導方針を説

明→必要なところは修正 

５月～７月‥目標達成に向けて指導、同時に加

筆・修正 

７月‥個別の指導計画をもとに通知表作成 

⇒以上のサイクルを２、３学期も行う。 
※３学期に長期目標の評価を行う→指導要録に記入 

よりよい個別の指導計画となるよう、指導をし

ながら加筆・修正していきます。 
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○児童生徒の実態をもとに、必要な指導内容や支援

の方法を考えることは、特別支援教育においては

特に重要です。 

 

○実態把握は、主に日常の行動観察を通して行いま

す。個々の児童生徒の知的な力、社会性の育ちな

どを具体的な生活場面を通して把握します。 

 

○発達検査などの検査法の結果は、行動観察による

実態把握の参考資料として用います。 

 

○実態把握→指導計画→指導→評価と再度の実態

把握→それに基づく指導‥というサイクルを継続し

て行います。 

 

実態把握を行う際に大切なことは？ 

4 個別の指導計画について 
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＜「課題分析」で実態把握!＞ 

・課題を達成するまでの一連の行動を分析するこ

とを、課題分析と言います。例えば「カップラー

メンを作る」ことを考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

・この６つの行動に「ひとりでできる→◎」「少しの 

支援でできる→○」「教師と一緒にやればできる→△」

といったチェックをします。 

・「○」や「△」の行動に対し手立てを考え、指導や

支援を行います。できるようになったら「なぜでき

たのか」をはっきりさせ、次の指導に生かします。 

 

カップラーメンを作る 

①カップラーメンのふたを開ける。 

②やかんに水を入れ、ガスレンジに置く。 

③レンジのつまみをひねり、お湯を沸かす。 

④お湯が沸いたら、カップの中の線までお湯を注ぐ。 

⑤ふたを閉じ、３分待つ。 

⑥ふたを外し、食べる。 

「できない」ことの実態把握ではなく、「できる」 

ことの実態把握が重要です。 
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○自立活動は、特別支援学校の指導領域の一つです。

特別支援学校学習指導要領には、自立活動の目標

が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

○主体的に自分の力を発揮し、よりよく生きていこ

うとする児童生徒の意欲を引き出すことが大切

です。 

 

○自立活動は６区分 27 項目から成り立っています。 

自立活動とはどのような教育活動ですか？ 

自立活動の目標 

個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学

習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するた

めに必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もっ

て心身の調和的発達の基盤を培う。 

5 自立活動について 

自立とは 

児童生徒がそれぞれの障害の状態や発達の段階等に

応じて、主体的に自己の力を可能な限り発揮し、より

よく生きていこうとすること。 
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①主体的に取り組む指導内容を取り入れます。 
・児童生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わ

うとともに、自己を肯定的にとらえることができるような

指導内容を取り上げます。 

②障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服の意

欲を喚起する指導内容を取り入れます。 
・実際の経験などを生かした具体的な学習活動を通して、意

欲を高めます。 

③ 発達の進んでいる側面をさらに伸ばすことによって発達

の遅れている側面を補うことができるような指導内容を

取り入れます。 
・発達の進んでいる側面をさらに促進させることによって、

児童生徒の自信を高め、遅れている側面への取組の意欲付

けを行います。 

④ 児童生徒自らが環境を整える指導内容を取り入れます。 
・活動しやすくなるように児童生徒が自ら環境を整えたり、

必要に応じて周囲の人に支援を求めたりすることができ

るよう指導します。 

⑤ 自己選択・自己決定を促す指導内容を取り入れます。 
・児童生徒が指導目標を自覚し、改善・克服するための方法

等について、自ら選んだり物事を決定して実行したりする

ことは、学びを深め確実な習得を図ることに繋がります。 

⑥ 自立活動を学ぶことの意義について考えさせるような 

指導内容を取り入れます。 
・児童生徒が、自立活動における学習の意味を将来の自立や

社会参加に必要な資質・能力との関係において理解し、取

り組めるような指導内容を取り上げます。 

 

＜自立活動の指導内容を決めるときには＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童生徒が主体的に課題に取り組めるように指導していきます。 

「手引」P.10-11,52-53,56-57 
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○自立活動の６区分 27 項目を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立活動の６区分 27 項目とは何ですか？ 

1 健康の保持 

(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること 

(2)病気の状態の理解と生活管理に関すること 

(3)身体各部の状態の理解と養護に関すること 

(4)障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること 

(5)健康状態の維持・改善に関すること 

2 心理的な安定 

 (1)情緒の安定に関すること 

(2)状況の理解と変化への対応に関すること 

(3)障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服

する意欲に関すること 

3 人間関係の形成 

 (1)他者とのかかわりの基礎に関すること 

(2)他者の意図や感情の理解に関すること 

(3)自己の理解と行動の調整に関すること 

(4)集団への参加の基礎に関すること 

5 自立活動について 
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4 環境の把握 

(1)保有する感覚の活用に関すること 

(2)感覚や認知の特性についての理解と対応に関する

こと 

(3)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること 

(4)感覚を総合的に活用した周囲の状況についての

把握と状況に応じた行動に関すること 

(5)認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関する

こと 

5 身体の動き 

(1)姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 

(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関

すること 

(3)日常生活に必要な基本動作に関すること 

(4)身体の移動能力に関すること 

(5)作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること 

６区分 27 項目を一人の児童生徒にすべて行うの

ではありません。個々の児童生徒に必要な項目を選

び、それらを関連付けて指導を行います。 

6 コミュニケーション 

(1)コミュニケーションの基礎的能力に関すること 

(2)言語の受容と表出に関すること 

(3)言語の形成と活用に関すること 

(4)コミュニケーション手段の選択と活用に関する

こと 

(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること 
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○障害による学習上又は生活上の困難は、児童生徒

一人一人によって違います。それに応じて自立活動

の指導目標を立て、個別の指導計画に書き入れま

す。 
 

○実態把握において児童生徒のうまくいっているとこ

ろ、つまずきながらも力を発揮しているところを見取

り、それを伸ばすよう目標を設定します。児童生

徒の学校における学習や生活がより充実するよう

な観点から設定します。 
 

○そうすることで、児童生徒が主体的に課題に取り

組めるようになります。 
 

○次のページは、適切な指導目標や具体的な指導内

容を設定する際の手掛かりとなるよう、手順やポ

イントを示したものです。 
 

自立活動の指導目標はどのように立てた

らよいですか？ 

5 自立活動について 
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＜自立活動における指導目標・指導内容の設定シートの例＞ 

学年・学級 年・  学級 氏名  診断名  

＜昨年度末の指導状況＞ 
指導目標  
指導内容  
評  価  

１ 実態把握                   
健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション 

○うまくいっているところ(興味・関心、得意なこと等)  ●つまずいている中でもうまくいっているところ(支援があればできる等) 

 

本人・保護者の願い  

３年後目指す姿  

２ 中心的な課題の抽出とその理由 
つまずきの 

背景要因 
 

中心的な 

課題 

 
主

な

観

点 

・系統性 

・必要性 

・実現性 

・関連性 

・適時性 
理由 

 

 

３ 指導目標の設定 

長期目標  

短期目標  

４ 目標達成のための必要な内容（項目）の選定  
健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション 

□生活リズムや生活

習慣の形成 

□病気の状態の理解

と生活管理 

□身体各部の状態の

理解と養護 

□障害の特性の理解

と生活環境の調整 

□健康状態の維持・改

善 

□情緒の安定 

□状況の理解と変化

への対応 

□障害による学習上

又は生活上の困難

を改善・克服する意

欲 

□他者とのかかわり

の基礎 

□他者の意図や感情

の理解 

□自己の理解と行動

の調整 

□集団への参加の基

礎 

□保有する感覚の活用 

□感覚や認知の特性に

ついての理解と対応 

□感覚の補助及び代行

手段の活用 

□感覚を総合的に活用

した周囲の状況につ

いての把握と状況に

応じた行動 

□認知や行動の手掛か

りとなる概念の形成 

□姿勢と運動・動作

の基本的技能 

□ 姿 勢 保 持 と 運

動・動作の補助的

手段の活用 

□日常生活に必要

な基本動作 

□身体の移動能力 

□作業に必要な動

作と円滑な遂行 

□コミュニケーショ

ンの基礎的能力 

□言語の受容と表出 

□言語の形成と活用 

□コミュニケーショ

ン手段の選択と活

用 

□状況に応じたコミ

ュニケーション 

５ 具体的な指導内容の設定 

指導場面    重

視

し

た

配

慮

点 

□主体的 

□意欲の喚起 

□進んだ側面 

□環境調整 

□自己選択・自己決定 

□学習の意味 

指導内容

と手立て 

   

 

 

 

 

 
このシートは、栃木県総合教育センターのＷｅｂサイト「教材研究のひろば」 

からダウンロードできます。 

自立活動の指導に当たっては、児童生徒一人一人の的確な

実態把握に基づき、指導すべき課題を明確にすることによって、

適切な指導目標や指導内容を設定することが必要です。 

「手引」P.66 



36 
 

 
 

生命を維持し、日常生活を行うために必要な健康状態の 

維持・改善を身体的な側面を中心として図る観点からの内容 

です。 

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること 

体温の調節、覚醒と睡眠など健康状態の維持・改善に必要

な生活のリズムを身に付けること、食事や排せつなどの生活

習慣の形成、衣服の調節、室温の調節や換気、感染予防のた

めの清潔の保持など健康な生活環境の形成を図ることです。 

 

 

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること 

自分の病気の状態を理解し、その改善を図り、病気の進行

の防止に必要な生活様式について理解を深め、それに基づく

生活の自己管理ができるようにすることです。 

 

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること 

病気や事故等による神経、筋、骨、皮膚等の身体各部の

状態を理解し、その部位を適切に保護したり、症状の進行を

防止したりできるようにすることです。 

 

自立活動の「１ 健康の保持」とは？ 

例）自閉症の特性によるこだわりがあるため、季節の変化にかか

わらず同じ衣服を着続けることがある児童生徒に対して、季節に

合った衣服の調節ができるよう指導する。 

例）てんかんのある児童生徒に対して、過度の疲労をしないように

心がけさせ、きちんと服薬できるよう指導する。 

例）聴覚障害のある児童生徒に耳の構造について解説し、耳の保護

に関わる内容を指導する。 

5 自立活動について 
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(4) 障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること 

  自己の障害にどのような特性があるのか理解し、それらが

及ぼす学習上又は生活上の困難についての理解を深め、その

状況に応じて、自己の行動や感情を調整したり、他者に対し

て主体的に働きかけたりして、より学習や生活をしやすい環

境にしていくことです。 

 

 

 

 

 

(5) 健康状態の維持・改善に関すること 

障害のため、運動量が少なくなったり、体力が低下したり

することを防ぐために、日常生活における適切な健康の自己

管理ができるようにすることです。 

 

 

 

 

 

例）知的障害や自閉症のある児童生徒で、運動量が少なく、結果

的に肥満になってしまっている場合、運動することへの意欲を高

めながら、日常的に運動に取り組ませつつ、食生活と健康につい

ての学習時間を設定し、学習したことを生かして生活するよう指

導する。 

例）自閉症のある児童生徒で、感覚の過敏さがあり、大きな音が

すると情緒が不安定になることがある場合、自分から別の場所に

移動したり、音量の調節をしてもらうことを他者に依頼したりす

るなど、自ら刺激の調整を行い、気持ちを落ち着かせることがで

きるよう指導する。 

実際の指導については、国立特別支援教育総合研究所のＷｅｂサイト

(http://www.nise.go.jp/cms/sitemap.html)などが参考にできます。 
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自分の気持ちや情緒をコントロールして、変化

する状況に適切に対応するとともに、障害によっ

て起こる学習上又は生活上の困難を主体的に改

善・克服する意欲の向上を図り、自分のよさに気

付く観点からの内容です。 

(1) 情緒の安定に関すること 

情緒の安定を図ることが困難な児童生徒が、

安定した情緒の下で生活できるようにすること

です。 

 

 

 

(2) 状況の理解と変化への対応に関すること 

場所や場面の状況を理解して心理的抵抗を軽

減したり、変化する状況を理解して適切に対応

したりするなど、行動の仕方を身に付けること

です。 

自立活動の「２ 心理的な安定」とは？ 

例）自閉症のある児童生徒が情緒的に不安定な時、

「落ち着ける場所」に一緒に行き、安心できるよう

指導する。 

5 自立活動について 
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(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・

克服する意欲に関すること 

自分の障害の状態を理解したり、受容したり

して、主体的に、障害による学習上又は生活上

の困難を改善・克服しようとする意欲の向上を

図ることです。 

 

 

 

例）避難訓練に不安を感じる児童生徒である場

合、予想される事態や状況をあらかじめ示して、

見通しをもたせ、安心して避難訓練ができるよう

指導する。 

例）肢体不自由があるために移動が困難な児童生

徒に対して、必要な支援をしつつ自力での移動を

体験させ、成就感がもてるよう指導する。 

実際の指導については、国立特別支援教育総合研究所のＷｅｂサイト

(http://www.nise.go.jp/cms/sitemap.html)などが参考にできます。 
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自他の理解を深め、対人関係を円滑にし、集団

参加の基盤を培う観点からの内容です。 

 
(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること 

他者に対する基本的な信頼感をもち、他者か

らの働きかけを受け止めて、それに応えること

ができるようにすることです。 

 

 

 

(2) 他者の意図や感情の理解に関すること 

他者の意図や感情を理解し、場に応じた適切

な行動をとることができるようにすることです。 

 

 

 

自立活動の「３ 人間関係の形成」とは？ 

例）自閉症のある児童生徒に対して、安定した関係をも

とに、繰り返しやりとりをすることで、他者とのかかわ

り合いを楽しめるよう指導する。 

例）相手の表情を捉えることが困難な視覚障害のある児童

生徒に対して、声の調子や抑揚などの聴覚的な手掛かりを

もとに、相手の意図や感情をつかむよう指導する。 

5 自立活動について 
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(3) 自己の理解と行動の調整に関すること 

自分の得意なことや不得意なこと、自分の行

動の特徴などを理解し、集団の中で状況に応じ

た行動ができるようになることです。 

 

 

 

(4) 集団への参加の基礎に関すること 

集団の雰囲気に合わせたり、集団に参加する

ための手順やきまりを理解したりして、遊びや

集団活動などに積極的に参加できるようになる

ことです。 

 

 

 

 

例）自閉症のある児童生徒に対して、体験的な活動を通し

て自分の得意・不得意の理解を促す、他者の意図や感情を

理解させ、対処方法を考えさせるなどの指導をする。 

例）聴覚障害があるため社会のルールを会話から理解する

ことが難しい児童生徒に対して、そのルールが必要な背景

を解説し、実際の生活に生かすよう指導する。 

実際の指導については、国立特別支援教育総合研究所のＷｅｂサイト

(http://www.nise.go.jp/cms/sitemap.html)などが参考にできます。 
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感覚を有効に活用し、周囲の状況を把握したり、環境と 

自己との関係を理解したりして、的確に判断し、行動でき 

るようにする観点からの内容です。 

 

(1) 保有する感覚の活用に関すること 

保有する視覚、聴覚、触覚などの感覚を十分に活用できる

ようにすることです。 

 

 

(2) 感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること 

障害のある児童生徒の感覚や認知の特性を踏まえ、自分に

入ってくる情報を適切に処理できるようにするとともに、特

に自己の感覚の過敏さや認知の偏りなどの特性について理解

し、適切に対応できるようにすることです。 

 

 

 

(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること 

保有する感覚を用いて状況を把握しやすくするよう各種の

補助機器を活用できるようにしたり、他の感覚や機器での代

行が的確にできるようにしたりすることです。 

自立活動の「４ 環境の把握」とは？ 

例）弱視のある児童生徒が拡大鏡の活用により、保有する

視力を十分活用できるよう指導する。 

例）大きな音が苦手な自閉症のある児童生徒に対して、不

快な音や感触を自ら避けたり、状態に応じて少しずつ慣れ

ていったりするよう指導する。 

5 自立活動について 
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(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況

に応じた行動に関すること 

いろいろな感覚やその補助及び代行手段を総合的に活用し

て、情報を収集したり、環境の状況を把握したりして、的確

な判断や行動ができるようにすることです。 

 

 

 

(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること 

ものの機能や属性、形、色、音が変化する様子、空間・時

間等の概念の形成を図ることによって、それを認知や行動の

手掛かりとして活用できるようにすることです。 

例）聴覚障害のある児童生徒に対して、補聴器等の活用と

共に、口形や表情等も参考に話を理解するよう指導する。 

例）聴覚障害のある児童生徒に対して、視覚や嗅覚などを

使いながらの周囲の状況把握を指導する。 

例）肢体不自由のある児童生徒に対して、自分の姿勢と

対象の位置関係を意識させ、言葉と結びつけながら空間

に関する概念(上下、左右、前後、高低、遠近など)がつ

かめるよう指導する。 

実際の指導については、国立特別支援教育総合研究所のＷｅｂサイト

(http://www.nise.go.jp/cms/sitemap.html)などが参考にできます。 
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日常生活や作業に必要な基本動作を習得し、生活の

中で適切な身体の動きができるようにする観点からの

内容です。 

 

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 

日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上

肢・下肢の運動・動作の改善及び習得、関節の拘縮や

変形の予防、筋力の維持・強化を図ることです。 

 

 

 

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関する

こと 

姿勢の保持や各種の運動・動作が困難な場合、様々

な補助用具などの補助的手段を活用してこれらができ

るようにすることです。 

 

 

 

自立活動の「５ 身体の動き」とは？ 

例）肢体不自由のある児童生徒に対して、筋力の維持を図

る運動を指導する。 

例）肢体不自由のある児童生徒に対して、持ちやすいよう

に握りを太くした鉛筆やスプーンを使えるよう指導する。 

5 自立活動について 
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(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること 

食事、排せつ、衣服の着脱、洗面、入浴などの身辺

処理及び書字、描画等の学習のための動作などの基本

動作を身に付けることができるようにすることです。 

 

 

(4) 身体の移動能力に関すること 

自力での身体移動や歩行、歩行器や車いすによる移

動など、日常生活に必要な移動能力の向上を図ること

です。 

 

 

 

 (5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること 

作業に必要な基本動作を習得し、その巧緻性や持続

性の向上を図るとともに、作業を円滑に遂行する能力

を高めることです。 

 

 

例）知的障害のある児童生徒に対して、使いやすい用具な

どを用いながら、手元をよく見るように指導する。 

例）肢体不自由のある児童生徒に対して、車いすの操作に

慣れるとともに、目的地まで操作し続けるための体力が付

くよう指導する。 

例）肢体不自由のある児童生徒に対して、スポーツなどを

通して粗大運動を、各種作品を制作することを通して微細

運動を楽しめるよう指導する。 

実際の指導については、国立特別支援教育総合研究所のＷｅｂサイト

(http://www.nise.go.jp/cms/sitemap.html)などが参考にできます。 
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場や相手に応じて、コミュニケーションを円滑に行う

ことができるようにする観点からの内容です。 
 

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること 

児童生徒の障害の種類や程度、興味・関心等に応じ

て、表情や身振り、各種の機器などを用いて意思のや

りとりが行えるようにするなど、コミュニケーション

に必要な基礎的な能力を身に付けることです。 

 

 

 

 

(2) 言語の受容と表出に関すること 

話し言葉や各種の文字・記号等を用いて、相手の意

図を受け止めたり自分の考えを伝えたりするなど、言

語を受容し表出することができるようにすることです。 

 

 

 

自立活動の「6 コミュニケーション」とは？ 

例）他の人の手を取って自分の欲しい物を取ってもらおう

とする自閉症のある児童生徒に対して、教師がその意図を

推測しつつ、より望ましい方法で意思や要求を伝えること

ができるよう指導する。 

例）聴覚障害があり、補聴器を使っている児童生徒に対し

て、言葉を状況と一致させながら聞き取り、それをもとに

身振りなどを用いながら話すよう指導する。 

5 自立活動について 
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(3) 言語の形成と活用に関すること 

コミュニケーションを通して、事物や現象、自己の

行動等に対応した言語の概念の形成を図り、体系的な

言語を身に付けることができるようにすることです。 

 

 

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること 

話し言葉や各種の文字・記号、機器等のコミュニケ

ーション手段を適切に選択・活用し、コミュニケーシ

ョンが円滑にできるようにすることです。 

 

 

(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること 

コミュニケーションを円滑に行うためには、伝えよ

うとする側と受け取る側との人間関係や、そのときの

状況を的確に把握することが重要であることから、場

や相手の状況に応じて、主体的にコミュニケーション

を展開できるようにすることです。 

 

例）言葉の遅れのある児童生徒に対し、生活経験の言語化

を行い、語いの習得が図れるよう指導する。 

例）言葉の遅れのある児童生徒に対し、絵カードでのやり

取りによるコミュニケーションを指導する。 

例）かん黙が見られる知的障害のある児童生徒に対し、状

況に応じて、筆談など話し言葉以外のコミュニケーション

ができるよう指導する。 

実際の指導については、国立特別支援教育総合研究所のＷｅｂサイト

(http://www.nise.go.jp/cms/sitemap.html)などが参考にできます。 
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○次のような点に留意し、将来の自立を目指した指

導を充実させましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校において進路指導を行う際に気を

付けることは？ 

○学校全体で実施する３年間の進路指導の計画に

沿って進路学習を進めましょう。 
＜効果的な学習方法のポイント＞ 

・実際的・具体的な体験を通しての学習や、将来に見

通しをもつことができる学習を行いましょう。 

○一人一人の障害の特性に配慮し、指導しましょ

う。 
＜指導のポイント＞ 

・安心感を高め、自信を育てます。 

・見通しがもてるように、実際的・具体的に指導しま

す。 

○生徒の「将来への思い」をつかみましょう。 
＜見取りのポイント＞ 

・生徒が興味･関心をもって取り組んでいることや、生

徒の発言等から見取りましょう。 

・１年次からの見取りが必要です。 

6 進路指導について 
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○「将来の自分」から「今の自分」を見つめるよう働き

かけましょう。 
＜働きかけのポイント＞ 

・「将来の自分」に近付く１つのステップとしての「今

の自分」の目標を設定しましょう。 

○進路指導主事、学年主任や他校の特別支援学

級担任等から情報を集めましょう。 
＜校内での連携のポイント＞ 

・進路指導委員会や第３学年会に積極的に参加しま 

しょう。 

・管理職や校内の同僚、他校の特別支援学級担任に 

相談しましょう。 

○保護者との共通理解を図りましょう。 
＜保護者との連携のポイント＞ 

・得意なところやがんばっているところを知らせて、

家庭でもほめてもらう機会を作りましょう。 

・生徒の興味関心などの情報を聞き取りましょう。 

自分の将来を肯定的に捉える、働くことに関心をもつな

どは、小学校の指導が基盤にあります。中学校はもちろん、

小学校でも将来の自立や社会参加を目指して指導を行い

ます。 
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○特別支援学校高等部に進学する希望がある場合、

その生徒のもつ障害が、進学を希望する高等部で

学ぶ障害に該当するかどうかを確認した上で、適

切な情報を提供しましょう。 

 

○中学校３年生になってから学校見学会・体験学習

に参加するのではなく、１年次から参加するよう勧

めましょう。進路に関する情報については早めに生

徒と保護者に提供できるように準備しておきま

す。特に、知的障害のある生徒が知的障害特別支

援学校高等部への進学を考えている場合、必ず学

校見学会・体験学習に参加し、教育相談を受けるよ

う伝え、日程等の必要な情報を随時伝えるように

します。 

特別支援学校の学校見学会・体験学習

に生徒を参加させる際、担任が留意する

ことは？ 

6 進路指導について 
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○学校見学会・体験学習に参加することで、各特別

支援学校の教育の内容を理解することができま

す。生徒が特別支援学校で受ける教育を具体的に

知ることができ、希望がふくらみます。 

 

○学校見学会・体験学習の参加後に、担任は、進路

に関する相談を生徒や保護者と行い、将来を見通

した進路先の選択ができるよう、時間をかけて丁

寧に話し合いましょう。 

 

 

特別支援学校への進路指導に関する窓口が特別

支援学級担任になっている場合は、進路指導主事に

学校見学会・体験学習等の日程を伝え、進路指導委

員会の日程表に加えてもらいましょう。 
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○障害のある児童生徒の多くは、地域の医療や福祉

などの関係機関の支援を受けています。様々な関

係機関と学校が連携し、幼児期から学校卒業後まで

の一貫した教育的支援を行うことが、障害のある

児童生徒にとって大切です。 
 

○「個別の教育支援計画」とは、障害のある児童生徒

に対して、就学前から卒業後までの一貫した支援

を行っていくために活用する道具です。 
 

○多くの関係者が関与することから、特に保管の際

は、個人情報の保護に十分留意することが必要で

す。 
 

○進級の際は新担任に引き継ぎます。また、進学や

転学等に際しては、保護者の同意を得た上で、進

学・転学先に引き継いでいきます。 
 

○様式については、各市町で作成している場合もあ

個別の教育支援計画とはどのようなもので

すか？ 

7 他機関連携について 
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るので、その様式で個別の教育支援計画を作成し

ます。 
 

○栃木県では、児童生徒の各年齢段階における、家

庭や関係機関による支援の全体像を示す「支援機

関一覧」と、児童生徒の実態、指導の目標、指導

の手立て及び合理的配慮等を整理して示す「個別

の指導計画」とで構成したものを「個別の教育支

援計画」（参考様式）として提案しています。 

（県教委特別支援教育室のＷｅｂサイトからダウンロードでき

ますので、参考にしてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
個別の教育支援計画を作成し、支援のネットワークを理解する

ことが求められます。 

支援機関一覧 個別の指導計画 

児童生徒の

実態 

指導目標 

指導の手立て 

合理的配慮 

個別の教育支援計画（様式例） 

「手引」P.15-16 



54 
 

 
 
 
 

○特別支援学校は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自

由、病弱、知的障害の種別があり、障害のある児

童生徒の教育についての専門的な知識や技能を

もっています。 
 

○その専門的な知識や技能を地域の小・中学校の教

育にも生かせるように、県教委は「特別支援学校

センター的機能充実事業」を行っています。 
 

○この事業では、特別支援学校において夏季休業の

時期などに研修会や事例研究会を実施していま

す。参加する場合は各特別支援学校に問い合わせ

ましょう。県教委のＷｅｂサイトに一覧がありま

す。 

（http://www.pref.tochigi.lg.jp/m05/education/ 

gakkoukyouiku/tokubetsu/1182913772963.html） 

 

特別支援学校のセンター的機能とはどの

ようなものですか？ 

7 他機関連携について 
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○研修会の他に、指導法や教材教具の開発、個別の

指導計画作成のヒントなどの実践に役立つ情報を

手に入れることもできます。その際には管理職を

通して市町教委に相談してみましょう。特別支援

学校には、センター的機能の中心的役割を果たす

地域支援担当がいて、地域の小・中学校との連携

の窓口になっています。 

 

 

 

 

特別支援学校のもつ専門的な知識や技能を

日々の実践に役立てましょう。 

「手引」P.18 
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○療育手帳とは、知的障害児（者）と保護者の方に

療育の指導や知識の普及及び援護の措置を受け

る利便に役立てるために、知的障害児（者）に交付

されている手帳のことです。 

 

＜手続き＞ 

 居住地の市町の福祉の窓口に「手帳交付等申請

(届出)書」と「写真(横３㎝×縦４㎝)」を提出しま

す。印鑑も持参します。 

 

＜手帳の種類＞ 

 本県では、知的障害の程度により、Ａ１(最重度)、

Ａ２(重度）、Ｂ１(中度）、Ｂ２(軽度)の４段階に分

けられています。 

 

療育手帳とはどのようなものですか？ 

7 他機関連携について 
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【申請から交付までの流れ】 

 

 

      ③判定（18 歳未満） 

     ①申請         ②申請書 

 

    ⑤手帳交付         ④手帳 

 

 

＜再判定＞ 

 手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されるの

で、その時期までに児童相談所(18 歳未満)あるい

は障害者総合相談所(18 歳以上)で再判定を受け

る必要があります。 

 

 「栃木県障害者福祉ガイド」（県保健福祉部障
害福祉課）が参考になります。 
(http://www.pref.tochigi.lg.jp/fukushi/shougaisha/shisaku/ 

index.html) 

申請される方 ○○市町の 

福祉の窓口 

      

知

事 

【児童相談所】 
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知的障害特別支援学級 

運営の留意点 

 

 

 

  

 ・知的障害特別支援学級の１年間は？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60 

 ・入学式・始業式の留意点は？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62 

 ・授業参観や保護者会を実施する際の留意点は？ ‥‥‥‥‥64 

 ・教育課程に教科別の指導や自立活動の指導を 

位置付ける場合の留意点は？ ‥‥66 

・道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、 

特別活動の扱いは？ ‥68 

・「各教科等を合わせた指導」とはどういうものですか？‥‥70 

 ・「日常生活の指導」とはどういうものですか？  ‥‥‥‥‥72 

 ・「生活単元学習」とはどういうものですか？  ‥‥‥‥‥‥74 

 ・「作業学習」とはどういうものですか？  ‥‥‥‥‥‥‥‥76 

 ・教室環境を整備する時の留意点は？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥78 

・知的障害のある児童生徒の教科書は？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥80 

・特別支援学級で通知票と指導要録を作成する時の留意点は？ 

                                                   ‥‥82 

・知的障害のある生徒に対する進路指導の留意点は？ ‥‥‥84 
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○学校により異なるところもありますが、以下の例のと

おりです。※ここでは三学期制の例を示しています。 
項目/月 ４ ５ ６ ７ ８ 

学習 

行事 

など 

・始業式、入学

式① 

・授業参観、保

護者会② 

・発育測定 

・家庭訪問 

・避難訓練 

・新体力テス

ト 

・宿泊学習 

・修学旅行 

・職場体験活

動（中学校） 

・授業参観、保

護者会② 

・終業式 

 

・夏季休業 

・高等学校体

験学習（中

学校） 

学級事務 

など 

・教育課程の

編成③ 

・教室環境の

整備④ 

・交流及び共

同学習の確

認 

・諸表簿作成 

(指導要録、健

康調査票) 

・教育課程の

提出 

・通知票の検

討 

・職場体験活

動について

の書類作成

（中学校） 

・通知票の検

討 

・保護者会資

料作成 

・教科書展示

会⑤ 

・通知票の作

成⑥ 

・会計報告書

作成 

・校内の就学

相談用資料

の作成 

・運動会の練

習について

の確認 

個別の教育

支援計画 

（個別の指

導計画を

含む） 

・小学校や前

学年等から

引継ぎがあ

った「個別

の教育支援

計画」の内

容の確認 

 

・「個別の指導

計画」の作

成・活用 

 

 ・「個別の指導

計画」の評

価・改善 

 

・「個別の指導

計画」の作

成・活用 

進路指導 

 

・進路指導(中

学校)⑦ 

 ・高等部体験

学習 

  

就
学
事
務
関
係 

校内 
・就学相談     

市町 
     

調査・研修

会など 

・市町教委、

事務所主催

の研修会へ

の参加（年

度 を 通 し

て) 

・指導内容等

の引継ぎに

係る調査 

・通級による

指導実施状

況調査 

 ・進路希望調

査（中学校） 

 

 

知的障害特別支援学級の 1 年間は？ 
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９ 10 11 12 １ ２ ３ 

・始業式 

・運動会 

・避難訓練 

・ 文 化 祭

（中学校） 

・校外学習 

・職場体験

活動(中

学校） 

・授業参観、

保護者会② 

・終業式 

・冬季休業 

・始業式 

・避難訓練 

・授業参観、

保護者会② 

 

・卒業式 

・修了式 

    ・個人面談

に係わる

書類作成 

・通知票の

作成⑥ 

・会計報告

書作成 

・次年度の

教育課程

編成に向

けての準

備 

・通知票の

作成⑥ 

 

・引継ぎの

準備 

・卒業や修

了につい

ての書類

作成 

 

   ・「個別の

指 導 計

画」の評

価・改善 

 

・「個別の

指 導 計

画」の作

成・活用 

 

 

 

 

 

・「個別の指

導計画」の

評価 

・「個別の教

育 支 援 計

画」を用い

た 引 継 ぎ

の準備 

・高等部体

験学習 

・進路指導 

      

・校内教育

支援委員会 

・就学時健

康診断 

     

  ・市町教育

支援委員会 
    

  ・特別支援

教育に関

する調査 

・医療的ケ

アに関す

る調査 

    

表の中の太字①～⑦については、次ページ以降

で説明します。見出しに対応する番号（①～⑦）

が付いています。 
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○入学式や始業式は、学校生活を始めるための大切

な儀式的行事です。特に入学式は、その学校での

生活をスタートさせる児童生徒にとって重要な

意味をもっています。 

 

○そのため、入学式実施の際には、必要に応じてリ

ハーサルを行っておくことが有効です。リハーサ

ルを行うと児童生徒や保護者が見通しをもつこと

ができ、安心して当日を迎えることができます。 

 

○前年度から在籍している児童生徒に対しては、始

業式の日の学級活動において、前担任から聞いた

児童生徒のよさを本人に伝えたり、新しく担任にな

った喜びを話したりすることで、児童生徒との新た

な出会いを演出したいものです。 

入学式・始業式の留意点は？ 

４月① 
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＜確認しておきたいこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな学校生活を希望をもって開始できるよ

う工夫しましょう。 

新１年生に対しては 
・まずは入学式を成功させましょう。式の順序、式前後の動

き、トイレに行きたくなった時や不安が高まった時の対応

などを、保護者と事前に話し合っておくことが必要です。 

・前の学校や施設等からの引継ぎの内容も必ず見ておきまし

ょう。 

・特別支援教育コーディネーターを通じて、入学式の配慮点

を全職員に伝え、共通理解を図りましょう。 

新たに入級した児童生徒に対しては 
・始業式の日は仲間入りの日です。前年度から在籍している

児童生徒と仲よくなれるよう言葉かけをしましょう。 

・特別支援学級で新たな活躍ができるよう、見通しをもたせ、

希望をふくらませましょう。 

前年度から在籍している児童生徒に対しては 
・新担任は新入生のようなものです。児童生徒にうまく溶け

込めるよう工夫しましょう。 

・児童生徒は新たな決意を抱いて始業式に臨んでいます。前

年度までの一人一人の成長を認め、本年度もがんばりを引

き出しましょう。 
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○授業参観については、保護者が様々な授業を参観

することができるよう、年間を見通して計画的に

実施しましょう。 

 

〇授業参観を行う際は、保護者に事前に授業のねら

いと学習内容を知らせておくと、安心して参観で

きます。 

 

○次の項目を事前にチェックしてみましょう。 

事前に確認しておきたいこと(例) チェック 

授業のねらい、活動内容が説明できるか。 □ 

児童生徒一人一人にとって分かりやすい授

業となっているか。 
□ 

児童生徒一人一人のよさが発揮できる場面

を設定しているか。 
□ 

 

 

授業参観や保護者会を実施する際の留意点は？ 

４月、７月、12 月、２月② 
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○保護者会については、学級経営や指導の方針など

を分かりやすく説明し、丁寧に理解を求めましょ

う。交流及び共同学習を行っている通常の学級の

保護者会と重ならないよう、日程や時間などを設

定しましょう。 
 

○年度当初の保護者会は、信頼関係を作る上で重要

です。次の項目をチェックしてみましょう。 
年度当初の保護者会 

で説明すること(例) 
チェック 

学級の実態 □ 

学級経営の方針 □ 

教育課程、学習指導の内容 □ 

個別の教育支援計画（個別の 

指導計画を含む）の意義と活用 
□ 

使用する教科書、教材 □ 

主な行事の予定 □ 

欠席の連絡方法 □ 

連絡帳の活用方法 □ 

学級費や教材費等 □ 

 
保護者の理解が得られるよう、授業参観や 

保護者会の内容を工夫しましょう。 
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○各教科の指導については、基本的に知的障害特別

支援学級においても、教科別にそれぞれの時間を

設けて学習指導を行います。 
 

○知的障害のある児童生徒は、抽象的に物事を考え

判断することが苦手です。また、知的障害に伴う

手先の不器用さや言葉の発達の遅れなども見ら

れます。そのため、教科別の指導を行う際には、

知的障害の特性を考慮し、将来の自立に役立つよ

う、実際的・具体的な内容の指導を行う必要があ

ります。 
 

○小学校・中学校学習指導要領にある「自立活動を

取り入れる」ことについては、自立活動の時間を

設けて行う場合、各教科等を合わせた指導として

行う場合等があります。いずれにおいても、個別

の指導計画により、指導目標や指導内容を設定し、

適切に指導する必要があります。 

教育課程に教科別の指導や自立活動の指導を位

置付ける場合の留意点は？ 

４月③ 
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〇教科別の指導では 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇各教科等を合わせた指導では 

 

 

 

 

 

 
 

・「身近なものの長さ比べをしよう」「重さ比べをしよ

う」という算数の単元を設定し、生活で使っている

物を実際に計る活動を取り入れる。児童にとって分

かりやすく実際の生活に役立ち、将来にわたって活

用できる内容を学習する。 

具体的には 

・第２学年の算数「ｃｍ」や第３学年「ｇ」の指導を

「算数」で取り上げる単元を設定する。（Ａさんの実

態を丁寧に把握し、系統性を踏まえた指導を行う。）

そこで 

＜生活単元学習＞ 

単元「さつまいものクッキーを作ろう」の例 

・算数の時間で学んだ重さの単位「ｇ」についての理解

を深め、実際の生活で生かせるよう、さつまいもや小

麦粉などの材料の重さを計る活動を設定する。 

・Ａさんの自立活動の目標「自分の思いを相手に伝える

ことができる」の達成のために、どの型でクッキーを

作りたいか、作ったクッキーを誰にプレゼントしたい

かなどを教師に伝える活動を意図的に設定する。 

・「長さ」や「重さ」の単位を日常的に使う年齢であり、

将来にわたっても「長さ」「重さ」の理解は必要と考

えられる。 

知的障害のある小６ Ａさん。身近な長さや重さの理

解において不十分な実態がある場合 



68 
 

 
 
 
 

○知的障害特別支援学級においても、道徳科、外国

語活動（小学校３・４年）、総合的な学習の時間（小

学校３年以上の学年）、特別活動は教育課程に位

置付けます。 

 

○道徳科の内容の指導においては、児童生徒一人一

人の知的障害の状態、生活年齢、学習状況や経験

等に応じた指導の重点を明確にし、具体的なねら 

いや指導内容を設定する必要があります。その際、

児童生徒の学習上の特性から、児童生徒の理解に

基づく、生活に結びついた内容を具体的な活動を通

して指導することが効果的であることから、実際

的な体験を重視することが必要です。 

 

 

道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、

特別活動の扱いは？ 

４月③ 
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○道徳科の指導に当たっては、例えば、以下のこと

に留意しながら指導します。 

 

 

 

 

 

○総合的な学習の時間は、その時間を適切に設けて

指導します。 

 

○総合的な学習の時間を、交流及び共同学習として

行うこともあります。この場合、知的障害のある

児童生徒も安心して学習に参加できるように配

慮する必要があります。 

特別の教育課程を編成する場合も、道徳科、外国

語活動、総合的な学習の時間、特別活動を位置付け

ます。 

「抽象的」ではなく、「具体的」に！ 

・学校生活の話題を中心に道徳的価値に迫る。 

・ペープサートを使ったり、劇にしたりして、動作化し

て考えさせる。 

・言葉が足りない時は、教師が補う。 

などの工夫が必要です。
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○知的障害特別支援学級においては、学級の実態や

児童生徒の障害の状態等によって、児童生徒の学

校での生活を基盤として、学習や生活の流れに即し

て学んでいくことが効果的であると考えられる場

合、各教科、道徳科、総合的な学習の時間、外国

語活動、特別活動及び自立活動の一部又は全部を

合わせて指導を行うこともあります。 
 

○各教科等を合わせた指導を行う場合においても、

合わせた各教科等の目標を達成していくことになり、

育成を目指す資質や能力を明確にして単元の指導

計画を立てることが重要となります。 
 

○具体的な生活場面や作業場面を生かし、将来の自

立と社会参加を目指して学習を行います。 
 

○各教科等を合わせた指導には、日常生活の指導、

生活単元学習、作業学習等の指導形態があります。 

「各教科等を合わせた指導」とはどういうもの

ですか？ 

４月③ 
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「手引」P.11-13 

＜各教科等を合わせた指導＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活単元学習 

児童生徒が生活上の目標を達成したり、課題を

解決したりするために、一連の活動を組織的・

体系的に経験することによって、自立や社会参

加のために必要な事柄を実際的・総合的に学習

するもの。 

 

作業学習 

作業活動を学習活動の中心にしながら、生徒の働

く意欲を培い、将来の職業生活や社会自立に必要

な事柄を総合的に学習するもの。 

学級の実態や児童生徒の障害の状態等から、各

教科等を合わせた指導を行う必要があるどうか十分

検討します。実施する場合には、児童生徒一人一人

の指導目標を明確にし、自立と社会参加を目指して

行います。 
 

日常生活の指導 

児童生徒の日常生活が充実し、高まるように日常

生活の諸活動を適切に指導するもの。 
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○日常生活の指導では、生活科(特別支援学校(知的

障害))を中心として、特別活動の［学級活動］な

ど広範囲に各教科等の内容が扱われます。 

○具体的には、衣服の着脱や食事などの基本的生活

習慣の内容、あいさつや言葉遣い、礼儀作法など

の日常生活や社会生活において、習慣的に繰り返

される必要で基本的な内容を指導します。 

○これらのことを、日常生活や学習の自然な流れに

沿って、必然性のある状況下で取り組むことによ

り、生活や学習の文脈に即した学習ができるよう

にします。 

○児童生徒のできつつあることや意欲的な面を考

慮し、適切な支援を行いながら指導します。最終

的には、児童生徒が自ら行動できるように段階的に

指導をしていきます。 

「日常生活の指導」とはどういうものですか？ 

４月③ 
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＜日常生活の指導について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日常生活の指導」の内容例 

基本的生活習慣の内容⇒衣服の着脱、洗面、手

洗い、排せつ、食事、清潔など 

日常生活や社会生活に関する内容⇒あいさつ、

言葉遣い、礼儀作法、時間を守ること、きまりを

守ることなど 

「日常生活の指導」の時間の設定について 

・「日常生活の指導」の時間を特に位置付けなく

とも、一日を通して各教科等の中で適宜指導

します。 

・なお、児童生徒の障害の状況等によっては、

「日常生活の指導」の時間を設定することも

あります。 

日常の学校生活の流れに沿って、児童生徒が

自ら行動できるように、必要な指導を行います。 

「手引き」P.11-12 
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○生活単元学習の指導では、児童生徒の学習活動は、

実際の生活上の目標や課題に沿って指導目標や指

導内容を組織されることが大切です。 
 

〇そこで、児童生徒の知的障害の状態や生活年齢及

び興味や関心等を踏まえ、実際の生活から発展し

た内容とします。 
 

○また、学級の児童生徒一人一人が力を発揮し、主

体的に取り組める内容で、学級全体で協働して取

り組める内容とします。 
 

〇計画に当たっては、年間における単元の配置、各

単元の構成や展開について組織的・体系的に検討

し、評価・改善する必要があります。 
 

○以上のことを各教科等との関連を明確にした上

で指導します。 

「生活単元学習」とはどういうものですか？ 

４月③ 
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＜生活単元学習の実践の紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ポップコーン祭り」をしよう 
○国語や算数、生活科等の資質・能力を効果的

に育むため、生活単元学習で、栽培方法をみ

んなで調べ、とうもろこしを育てます。 

○とうもろこしでポップコーンを作ることにな

りました。 

○収穫を喜びあいたいという児童の願いから、

先生方を招待し「ポップコーン祭り」を開く

ことにしました。招待状を作り、先生方に届

けました。 

○「キャラメル味」「チョコレート味」などのポ

ップコーンを試作し、先生方に喜んでもらえ

るポップコーンの味を確かめました。 

○当日は、単元の指導計画に基づき、児童の得

意なところを生かして役割分担しポップコー

ンを作り、先生方と楽しく食べました。 

児童生徒の生活をもとに単元を設定し、身につ

けた指導内容を生活に生かすことができるよう指

導します。 

「手引」P.12 
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○作業学習の成果を直接生徒の将来の進路等に直

結させることよりも、働く意欲を培いながら将来の

職業生活や社会自立に向けて基盤となる資質・能力

を育むようにしていくことが重要です。 

 

○「作業」とは、原料の仕入れから製作、販売まで

を指します。生産から消費の流れと社会的貢献な

どを生徒が理解できるようにします。 

 

○生徒が相互の役割等を意識しながら協働して取り

組めるよう、作業工程を分担して行う場合、全作

業工程の中での自分の担当作業の位置付けを明

確にします。 

 

○指導の際には、教師は安全面や衛生面に最大の注

意を払います。 

「作業学習」とはどういうものですか？ 

４月③ 
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＜作業学習の実践の紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なべしき」作り 
○作業学習で「なべしき」を作製する実践です。 

○木の枠の中に益子焼の板を入れたなべしきで

す。 
 

 

 

 

 
 

○材料の粘土や木材は、生徒や担任等が地元で入

手します。 

○生徒が自分の得意な工程を分担して、みんなで

一つの作品を仕上げます。 

○できあがった作品は学校祭で販売したり、マイ

チャレンジに協力して下さった事業所に贈呈

したりします。 

○購入者からアンケートを取り、次回の製作に生

かします。 

生徒が主体的に作業に取り組み、働く喜びを味わえるよう

指導します。特に中学校においては、進路指導との関連付

けを図りながら働いている将来の自己を肯定的にイメージで

きるようにします。 

「手引」P.13 
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○分かりやすい環境を整えるために、次の表で「集中

しやすい環境」「道具の置き場所」をチェックしま

しょう。 

①集中しやすい環境について チェック 

視覚刺激の調整 

教室内の明るさはど

うか。 
□ 

教室の掲示物は整理

されているか（特に黒

板のまわり）。 

□ 

屋外の風景や廊下の

人の動きは気になら

ないか。 

□ 

聴覚刺激の調整 

室内のスピーカーや

機器の音はどうか。 
□ 

屋外の音はどうか。 □ 

 

 

 

教室環境を整備する時の留意点は？ 

４月④ 
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②片付け場所や道具の置き場所について チェック 

教室表示 
新１年生に分かりや

すく表示しているか。 
□ 

げたばこ 

背の高さを考慮し、見

えるところに記名し

ているか。 

□ 

傘立て 
学級名が分かりやす

く表示されているか。 
□ 

ロッカー 
見えるところに記名

しているか。 
□ 

机・いす 
分かりやすい大きさ

で記名しているか。 
□ 

掃除用具 

収納ロッカー 

ほうきやモップを掛

けるところが明記さ

れているか。 

□ 

連絡帳提出箱 

宿題提出箱 

位置を常に固定し、提

出物の表示がされて

いるか。 

□ 

その他道具 
道具名が表示されて

いるか。 
□ 

 

集中しやすい環境づくりをしたり、片付け場所や道

具の置き場所を分かりやすくしたりしましょう。 
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○小学校、中学校においては、文部科学省の検定を

経た教科書を使用することが基本です。（学校教

育法第 34 条及び第 49 条） 

 

○知的障害のある児童生徒について、当該学年の教

科用図書を使用することが適当でない場合には、

市町教育委員会の定めるところにより、右のペー

ジの要領で、他の適切な教科用図書を使用するこ

とができるようになっています。（学校教育法附

則第 9条及び学校教育法施行規則第 139 条） 

 

○一般図書と検定済み教科書は同時に無償給与で

きないので注意しましょう。来年度以降の教科書

選定の参考にしてください。 

 

知的障害のある児童生徒の教科書は？ 

６月⑤ 
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＜知的障害のある児童生徒が使う教科用図書の選定＞ 

 

 

児童生徒の実態が①に適さない場合 

 

 

 

児童生徒の実態が②に適さない場合 

 

 

 

児童生徒の実態が①～③のいずれにも適さない場合 

 

 

 

知的障害のある児童生徒の場合、実態に 

合わせて教科書を選びます。 

「手引」P.13-14 

①文部科学省検定済み教科書の中から当該学年の

ものを選定 

②文部科学省検定済み教科書の中から下学年のも

のを選定（中学校で使用する下学年には小学校

用も含む） 

③文部科学省著作教科書（国語、算数・数学、 

音楽）の中から適切なものを選定 

 ※通称「☆本」 

④学校教育法附則第 9条に規定する一般図書を 

選定 
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○特別支援学級の通知票は、個人内評価を重視し、

児童生徒の成長を具体的に記述します。 

 

○児童生徒が障害による学習上又は生活上の困難

を改善・克服しようとする姿が分かるよう記述し

ましょう。また、通知票の記述が家庭でも生かせ

るよう工夫しましょう。 

 

○通知票の形式は学校独自で定めることができま

す。一方、指導要録の様式は、通常の学級と同じ

様式となっています。指導要録においても児童生

徒の成長を具体的に記述することが求められま

す。 

 

 

特別支援学級で通知票と指導要録を作

成する時の留意点は？ 

7 月・12 月・2 月⑥ 
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＜通知票の形式は大きく分けて２つです＞ 

 

 
 

＜通知票作成の際に確認しましょう＞ 

確認しておきたいこと チェック 

分かりやすい記述を心がけているか。 

・具体的に  ・ポイントを絞って 
□ 

児童生徒の成長を記述しているか。 

・できたことや努力したこと 
□ 

児童生徒の課題に対して、担任が今後ど

のように取り組むか記述しているか。 
□ 

 

＜指導要録作成の際に注意しましょう＞ 

 

 

 

 

 

・生活単元学習など、各教科等を合わせた指導として

行っている場合にも、国語や算数など、各教科等の

それぞれの評定を記入します。 

・自立活動の評価は「総合所見及び指導上参考となる

諸事項」に記入します。 

児童生徒の成長の様子が分かるよう、具体

的に記述します。 

①通常の学級の通知票の形式 

＋特別支援学級用の別紙を添付 

②特別支援学級独自の通知票の形式 
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○知的障害のある生徒の進学先は、知的障害特別支

援学校高等部だけではありません。高等特別支援

学校（県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園）の

他、高等学校や専門学校に進学する生徒もいます。

また、就職する生徒もいます。 

 

○生徒の将来像を見据え、進路先を選択することが

求められます。そのため、進路に関する情報をも

とに、十分時間をとって進路相談を行うことが必

要です。１年次から本人や保護者と進路について

話合いを行うとよいでしょう。 

 

○体験を通しての学習も有効です。２年次の職場体

験活動の機会を活用し、生徒の自信を育てましょ

う。 

知的障害のある生徒に対する進路指導の

留意点は？ 

年間を通して⑦ 
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＜生徒の実態に基づいて対応しましょう＞ 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

＜対応＞ 

２年次の職場体験

活動を通し、成功

体験を味わわせま

しょう。 

＜対応＞ 
進路先が決まった

ら、そこでどんな 

生活を送れるのか 

確認しましょう。 

 進路相談の時間を十分に取って、本人と保護者

に進路に関する情報を提供しましょう。 

生活経験が不足しがちなので‥ 

＜対応＞ 

１年次から、具体

的な情報を、保護

者と本人に伝えま

しょう。 

＜対応＞ 

２年次の職場体験

活動を通し、成功

体験を味わわせま

しょう。 

＜対応＞ 

生徒の得意なこと、

うまくいっている 

ことに気づかせま 

しょう。 

＜対応＞ 

１年次から、自分

の将来像をイメー

ジさせましょう。 

＜対応＞ 
進路先が決まった

ら、そこでどんな 

生活を送れるのか 

確認しましょう。 

抽象的な内容より、実際的・具体的な内容の指導が必

要なので‥ 

主体的に取り組む意欲が十分に育っていない場合は‥ 

＜対応＞ 

２年次の職場体

験活動を通し、

成功体験を味わ

わせましょう。 

＜対応＞ 

生徒の得意なこと、

うまくいっている 

ことに気づかせま 

しょう。 



86 
 

 

 

 

 

 

 
 



87 
 

 

自閉症・情緒障害特別支援学級 

運営の留意点 

 

 

 

 
 

  

 ・自閉症・情緒障害特別支援学級の１年間は？ ‥‥‥‥‥‥88 

 ・知的障害のない自閉症のある児童生徒に対する 

学習指導の留意点は？ ‥‥90 

 ・教室環境を整備する時の留意点は？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥92 

 ・交流及び共同学習の時間割の変更への対応は？ ‥‥‥‥‥94 

・避難訓練実施時や災害発生時の留意点は？ ‥‥‥‥‥‥‥96 

・宿泊学習のグループ活動で児童生徒を 

引率する際の指導は？ ‥98 

 ・運動会練習の校内への事前の協力の求め方は？  ‥‥‥‥100 

 ・職場体験活動を依頼する際の留意点は？  ‥‥‥‥‥‥‥102 

 ・次年度の教育課程編成や個別の教育支援計画作成に 

向けた準備は？‥104 

・引継ぎの準備はどのように進めますか？  ‥‥‥‥‥‥‥106 
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○学校により異なるところもありますが、以下の例のと

おりです。知的障害のない児童生徒が在籍している学

級の場合です。※ここでは三学期制の例を示しています。 
項目/月 ４ ５ ６ ７ ８ 

学習 

行事 

など 

・始業式、入

学式 

・授業参観、

保護者会 

・発育測定 

・家庭訪問 

・避難訓練④ 

・新体力テス

ト 

・宿泊学習⑤ 

・修学旅行 

・職場体験活

動（中学校）

⑦ 

・授業参観、

保護者会 

・終業式 

 

・夏季休業 

・高等学校体

験学習（中

学校） 

学級事務 

など 

・教育課程の

編成① 

・教室環境の

整備② 

・交流及び共

同学習の確

認③ 

・諸表簿作成 

(指導要録、健

康調査票) 

・教育課程の

提出 

・通知票の検

討 

・職場体験活

動について

の書類作成

（中学校） 

・通知票の検

討 

・保護者会資

料作成 

・教科書展示

会 

・通知票の作

成 

・会計報告書

作成 

・校内の就学

相談用資料

の作成 

・運動会の練

習について

の確認⑥ 

個別の教

育支援計

画（個別の

指導計画

を含む） 

・小学校や全

学年等から

引継ぎがあ

った「個別

の教育支援

計画」の内

容の確認 

・「個別の指導

計画」の作

成・活用 

 ・「個別の指導

計画」の評

価・改善 

・「個別の指導

計画」の作

成・活用 

進路指導 

 

・進路指導(中

学校) 

    

就
学
事
務
関
係 

校内 
・就学相談     

市町 
     

調査・研修

会 

など 

・市町教委、

事務所主催

の研修会へ

の参加（年

度 を 通 し

て） 

・指導内容等

の引継ぎに

係る調査 

・通級による

指導実施状

況調査 

 ・進路希望調

査（中学校） 

 

 

自閉症・情緒障害特別支援学級の 1 年間は？ 
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９ 10 11 12 １ ２ ３ 

・始業式 

・運動会 

・避難訓練 

・ 文 化 祭

（中学校） 

・校外学習 

・職場体験

活動(中

学校）⑦ 

・授業参観、

保護者会 

・終業式 

・冬季休業 

 

・始業式 

・避難訓練

④ 

・授業参観、

保護者会 

 

・卒業式 

・修了式 

    ・個人面談

に係わる

書類作成 

・通知票の

作成 

 

・会計報告

書作成 

・次年度の

教育課程

編成に向

けての準

備⑧ 

・通知票の

作成 

 

・引継ぎの

準備⑨ 

・卒業や修

了につい

ての書類

作成 

 

   ・「個別の指

導計画」

の評価・

改善 

・「個別の指

導計画」

の作成・

活用 

 

 

 

 

・「個別の指導

計画」の評価 

・「個別の教育

支援計画」を

用いた引継

ぎの準備（上

の欄の⑨参照） 

 

 

・進路指導 

      

・校内教育

支援委員会 

・就学時健

康診断 

     

  ・市町教育

支援委員会 

    

  ・特別支援

教育に関

する調査 

・医療的ケ

アに関す

る調査 

    

表の中の太字①～⑨については、次ページ以降で説

明します。見出しに対応する番号（①～⑨）が付い

ています。 
(知的障害を併せ有する自閉症の児童生徒が在籍する場合は、

「知的障害特別支援学級運営の留意点」もご覧ください。） 
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○自閉症のある児童生徒は、社会性やコミュニケー

ション力が育ちにくく、見通しをもちにくいとい

う特性があります。 
 

○知的障害のない自閉症のある児童生徒は、通常の

学級と同じ学習を行いますが、見通しをもち安心で

きるよう、分かりやすい授業を行うことが重要です。 
 

○また、自閉症に伴う学習上や生活上の困難は、生

活全般で見られます。そのため、自立活動の時間

における指導はもとより、学校の教育活動全体を

視野に入れ、効果的に自立活動の指導が行われる

ようにすることが大切です。個別の指導計画をもと

に自立活動の指導を行います。 
 

 

 

知的障害のない自閉症のある児童生徒に対

する学習指導の留意点は？ 

４月① 
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＜見通しをもち、安心できるための工夫＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「本時の目標」を具体的に示します。 
 ・必ず本時のめあてを板書するなどして視覚的に示します。 
 

②「本時の学習活動」の内容・流れを伝えます。 
 ・あらかじめ本時の学習活動の全体像を視覚的に示します。 
 

③説明や指示は「目で見て分かる」工夫をします。 
 ・言葉だけで説明せず、板書や写真、図、具体物などを使

って説明します。 
 

④あらかじめ、課題の全体を伝えます。 
・状況に応じて課題を絞り込むと集中して取り組めます。 

 

⑤「終わったら何をするか」を指示します。 
 ・次に何をするか分からなくなり、不安になったり、落ち

着かなくなったりする場合には、「解き終わったら先生を

呼ぶ」「読書をして待つ」など「次の次」まで考えて、板

書などで視覚的に指示を出します。 
 

⑥落ち着かない気分になったら、落ち着ける場所に行

くよう勧めます。 
 ・他者に自分の気持ちを適切な方法で伝えることが難しい

場合、自分をたたいてしまうことや、他者に対して不適切

なかかわりをしてしまうことがあります。こうした場合に

は、自分を落ち着かせることができる場所に移動して、そ

の興奮を静めるなどの方法があることを教え、それらを実

際に行うことができるように指導することが大切です。

「３分経ったら教室に戻る」などのルールを自分で決めら

れるよう、段階的に指導します。 

見通しがもてると安心して授業に参加できます。 
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○目で見て分かるようにしましょう。 

・自閉症のある児童生徒は、耳で話を聞くより目で

見て確認した方が分かりやすい場合があります。

このような場合、次のような工夫をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室環境を整備する時の留意点は？ 

ホワイトボードの活用 写真見本の提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロッカーの隅に、整理されたロッカー

の様子を写した写真を貼る。 

４月② 
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○必要な情報に絞りましょう。 

・一つのことに集中するのが苦手な児童生徒もいま

す。例えば、教室の前面黒板に様々な情報（授業

に関係のない掲示等）があると気が散ってしまい、

集中が続かないことがあります。教室の掲示物を

精選し少なくしたり、教師用の本棚や棚などにカ

ーテンを付けたりすることで、児童生徒が集中で

きるようにします。 

 

 

○活動内容で空間を区切りましょう。 

・教室内を学習、作業、休憩などの活動別に区切る

と、活動への見通しがもてるようになり、学習に

参加しやすくなります。 

 

「見て分かる」「必要な情報に絞る」「活動で 

区切る」を行いましょう。 
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s 
 
 
 
○急な予定変更に対応することが苦手な児童生徒

が在籍している場合、その苦手さを校内の先生

方に理解してもらうことがまず大切です。 

 

○その上で、交流及び共同学習を実施している通

常の学級（以下「交流学級」）の時間割が変更

になったときは、特別支援学級に早めに連絡を

入れてもらうようにします。 

 

＜予定変更の連絡方法としては‥＞ 

 

 

 
 

 

交流及び共同学習の時間割の変更への

対応は？ 

・特別支援学級担任と交流学級担任や教科担任が、前

日の放課後に、翌日の予定を確認し合う。 

 

・急な変更が生じた場合は、始業までに、変更メモを

職員室の机上に貼ってもらう。 

４月③ 
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○連絡を受けたら、交流学級の授業を受ける児童

生徒に対し、その後の対応を話し安心させます。 

 

○連絡がスムーズに取れるようにするためには、特

別支援学級担任の積極的な言葉かけが必要です。

ふだんから、職員室にいる時や放課後のちょっと

した時間を利用して、「今日はお世話になりまし

た。○○さん（担任している児童生徒名）はどう

でしたか？」と進んで声をかけましょう。 

 

○急な予定変更がなるべく起きないよう、教務主任と

相談して、時間割の調整をすることも考えられま

す。 

 

 

 
早めに連絡をしてもらい、児童生徒が困らな

いよう対処します。 



96 
 

 
 
 
 

○実際の災害はいつ起こるか分かりません。万が

一の場合に備えて、次のような内容について職

員間で対応策を考え、防災の計画に位置付けて

突然の出来事が苦手な自閉症のある児童生徒に

対して、全職員で支援できるようにしましょう。 

＜災害発生前に全職員で共通理解しておきたいこと＞ 

 

 

 
 

○自閉症のある児童生徒の多くは、避難訓練や災害

時など、突然の出来事にどのように対応するのか

分からずに、気持ちが不安定になったり動けなく

なったりします。それを防ぐために、事前の指導

を行いましょう。 

避難訓練実施時や災害発生時の留意点

は？ 

５月、１月④ 

・在籍している児童生徒の集合場所 

・交流学級にいる場合の人員報告 

・気持ちが不安定になった場合の対応 

・清掃等で担任が近くにいない場合 

・出張等で担任が不在の場合    など 
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＜避難訓練の事前指導の例＞ 

 

 

 
 
 
 
 
 

○すでにある計画に、障害のある児童生徒の安全を

確保する項目を位置付けたり、避難訓練の事前指

導を行ったりすることで、自閉症のある児童生徒

が安心して学校生活が送れるようになります。 

 

特別支援学級に在籍している児童生徒の 

安心を全職員で支えることができるよう、校内 

に働きかけます。 

① 自分の身を守る方法を教師がやってみせる。 
・机の下にもぐる。・倒れそうな物から離れる。など 

②避難経路を担任と一緒に歩く。 
・階段など注意すべきポイントを確認する。 

・避難場所に着いた後の行動も具体的に教える。 

③避難場所への移動の原則を具体的に教える。 
・「押さない」「駆けない」「しゃべらない」「戻らない」

(おかしも)がなぜ必要か解説する。 

・「上履きのまま外に出る」ことなども確認する。 
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○修学旅行や宿泊学習で、グループ活動が実施され

ることがあります。担任は、児童生徒の実態をも

とに、次の①～④のいずれかの形で行動します。 

 

＜特別支援学級担任の動きの例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊学習のグループ活動で児童生徒を引

率する際の指導は？ 

① グループ行動には参加せず、グループの動き

を把握できるところで学級の児童生徒の様子

をつかみ、いざとなったら支援する。 

② 児童生徒がいるグループとつかず離れずの 

行動をする。 

③ 早い段階の通過チェックポイントを担当し、 

その後はフリーで学級の児童生徒に対応する。

④他の引率者と同じようにチェックポイントを

担当し、学級の児童生徒に対応する。など 

６月⑤ 
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○宿泊学習では一般的に、就寝前に翌日の予定など

を確認する班長会議が行われます。児童生徒の実

態によっては、班長からの伝達を理解することが

難しい場合もあります。班長会議に担任が一緒に

参加して、内容を確認することが必要な場合もあ

ります。 

 

○食事や入浴、服薬、荷物整理などで、支援が必要

な場面と児童生徒が一人で行う場面とを明確に

した上で、他の引率の先生方に事前に示し、指導

に協力してもらうことも大切です。 

 

児童生徒の実態に基づいて引率時の行動を

決めます。 



100 
 

 
 
 
 
○運動会の練習期間中は、時間割や日課の変更が多

くみられ、自閉症のある児童生徒にとっては不安

が高まりやすい時期です。体育主任と事前に打合

せを行い、「運動会練習全体計画」に特別支援学

級の児童生徒への配慮事項を位置付け、全校体制

で配慮できるようにします。 

 

○児童生徒が見通しをもちながら安心して学校生活が

送れるように、朝の会で次の①～⑤を一人一人の

児童生徒に連絡しましょう。 

 

 

○運動会の練習期間中は、練習が全校や学年に分か

れて行われることが多いので、校内の全教職員の

協力が必要です。 

運動会練習の校内への事前の協力の求

め方は？ 

①いつ  ②どこで  ③何をする 

④持ち物  ⑤雨天時の対応 など 

８月⑥ 
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＜協力を求める際に大切なこと＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

○校内にある特別支援学級の「数」で対応が変わる

こともあります。 

 

 

 

 

 

 

○身体面（疲れ）や環境面（暑さや砂ぼこり）、精神面

（友達とのトラブル）などで練習参加が難しくなる

児童生徒もいます。「練習したくてもできない状況」であ

ることを理解してもらい、練習への無理強いや無責任

な叱責を防ぎます。 

 

○学年の練習に担任が出られない場合、特別支援学級

の児童生徒をしっかり見てもらうように伝えます。終了

後は感謝の気持ちを伝えましょう。 

☆特別支援学級が１学級のみで、児童生徒が残る場合 

・交流及び共同学習に参加できないか検討します。

または補教案を作成して指導を依頼します。 

☆特別支援学級が複数設置されている学校の場合 

・担任同士で話し合って、練習に参加するか学級に

残るかを分担し、終了後児童生徒の状況を情報交

換します。 

この時期は校内の協力がいつも以上に必要と

なります。積極的な働きかけが必要です。 
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○職場体験活動の受入れ先を探すときには、次の点

を確認します。 

 

 

 

 

○受け入れ可能な場合、具体的な対応の仕方や配慮

してもらいたい内容を話し合います。担任は次の

ような内容の資料を作成して話合いに臨みます。 

 

＜資料の主な内容＞ 

・生徒のよさ、体験活動で生かしたいところ 

・指示のしかた（よい例、悪い例の紹介） 

・意欲を高める言葉かけ、ほめ方 

・気持ちが不安定になった時の対応方法 など 

 

職場体験活動を依頼する際の留意点は？ 

・生徒への配慮点を理解し受け入れ可能かどうか。 

・活動できる内容があるか。 

・安全性が確保されているか。 

６月、１１月⑦ 
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○事業所の方は、忙しい中、生徒の教育のために協

力して下さっています。説明資料の文章は簡潔に

して読んでもらえるようにしましょう。特に、生

徒のよさや今回の体験活動で伸ばしたいところを十

分理解してもらえるように書きます。 

 

○体験活動で認められる体験は、生徒にとっての財

産になります。がんばる姿が見られた時は、ぜひ

ほめていただくよう、事業所の方にお願いしてお

きましょう。 

 

○打合せが終わったら、担任は１日ごとの活動予定

を作成します。それを事前に生徒に説明し、見通し

をもたせます。 

 

 

生徒の成功体験が広がるよう、生徒と事業所

をつなげます。 
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○児童生徒の実態や保護者の希望を把握するため

に、事前に保護者から丁寧に話を聞き、それに基

づいて次年度に向けた十分な話合いをしましょ

う。 

○学年末の保護者会の頃に個別の話合いが実施で

きるよう、保護者と相談して都合のよい日時を決

めます。 

＜保護者との話合いの内容の例＞ 

・児童生徒の興味・関心 

・うまくいっているところ（長所や得意なこと、

好きなこと） 

・つまずいている中でもうまくいっているところ

（～の時はできる、☆☆があればできる等） 

・指導する上での配慮点‥嫌いな言葉、こだわり

など 

・日常生活の身辺処理‥食事、身支度、移動     

など 

・コミュニケーションの状況‥指示内容の理

解、日常会話 など 

次年度の教育課程編成や個別の教育支

援計画作成に向けた準備は？ 

１月⑧ 
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・できるようになってほしいこと‥生活面、

行動面、学習面 など 

・交流及び共同学習の希望 

・学校や学級に望むこと     など 

 

※交流及び共同学習を行う教科等の決定の際は、交流学

級担任や教科担任の意見も参考にします。 

 

○特別支援学級に在籍している児童生徒が多くの

時間を交流学級で過ごすことができるようにな

った場合は、在籍を通常の学級に替えることを考

慮します。その際は管理職や特別支援教育コーデ

ィネーター、本人や保護者と相談し、教育支援委

員会での「学びの場」の検討につなげます。 

 

 

 

１年間の成長を振り返り、次につなげるために

準備を行います。 
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○引継ぎは本年度の児童生徒の成長が続くように、

よい取組を次年度につなげるために行います。 

 

○特に進学の際の引継ぎは重要です。 

 

○以下のものを引き継ぎます。（引き継ぐものは 

学校ごとに異なります。） 
引継ぎに必要な物 チェック 

個別の教育支援計画（個別の指導計画を

含む） 
□ 

個人の記録 

・うまくいった指導とその理由 

・つまずいている中でもうまくいった 

指導とその理由 

□ 

教育課程表 □ 

通知票の控え □ 

学習状況を記録した補助簿 □ 

使用した教材 □ 

引継ぎの準備はどのように進めますか？ 

２月⑨ 
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○小学校から中学校への引継ぎの第一歩として、各

校で実施される「中学校説明会」の活用が考えら

れます。小学校の担任が仲介者となって、保護者

と中学校の担任が顔合わせをしたり、疑問点の解

消を目的とした話合いを行ったりすることがで

きます。 

 

○中学校から高等学校へは、個別の教育支援計画を

活用して、円滑に引継ぎができるように準備を進

めましょう。 

 

○在籍児童生徒が次年度から通常の学級で学ぶ場

合、通常の学級の新担任に引継ぎを行います。 

 

引継ぎは「よい指導を継続する」という考えの

もと、進めます。 
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保護者との 

連携の留意点 
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○児童生徒の行動には、その理由や背景が必ずありま

す。担任して間もない時期には、その行動の理由

や背景が分からない場面に多く出合います。その

時の保護者の情報は大変重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

例 「魚料理は嫌なんだ」 
小１のＡさんは、いつも元気に学習しているのですが、給

食を食べようとしません。特に魚料理は嫌な様子です。担任

は、何か理由があるのではと思い、保護者に相談することに

しました。すると、保護者から次のような話がありました。

「以前、魚の骨がのどに刺さった経験があり、それ以来魚を

食べてくれないのです。」過去の嫌な経験が、今も思い出され

てしまうことが分かりました。そして、保護者にお話がきけ

て良かったことを伝え、今後も積極的に情報交換をすること

を共通理解しました。保護者はとてもうれしそうでした。 

行動の理由や背景が分かれば、指導の手立て

も考えられます。障害のある児童生徒は、自分

の思いを伝えることが苦手な場合が多いの

で、保護者との情報交換は特に大切です。 

日常的な保護者との連携 

保護者はその児童生徒を今までずっと支えてきた、言わ

ば「専門家」です。「専門家」である保護者との連携は、特

別支援学級の教育において必要不可欠なものです。 
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○保護者との連携の際には、「障害を受容する」こと

の難しさを理解することが重要です。 

○保護者が子どもの障害を受け入れるということ

は、非常に繊細で個人的な事柄です。保護者の思

いは行きつ戻りつしています。保護者の心情は常

に揺れています。 

 

 

 

 

 

 

 

⇒「障害を受容していない」と保護者を決めつけて

はいませんか。「障害を受容する」とはどういう

ことでしょうか。 

 

○保護者が子どもの障害を受容する過程について

は、様々な研究がなされています。次ページでは

３つの仮説を紹介します。 

例 「障害を受容していない？」 
小６のＢさんのお母さんはいつも明るく子どもの話をするの

ですが、普段から将来の話はしようとしません。担任は、将来

のことも考えて欲しいと考え、「そろそろ療育手帳を取得して

…」という話をしたら、急に表情が曇り、悲しい表情で帰って

しまいました。 

その日の放課後、担任は「Ｂさんのお母さんは子どもの障害

を受容していないみたいです。」と教頭先生に話していました。

果たして本当にそうなのでしょうか。 

「障害の受容」についての理解 
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＜「障害を受容する」ことの３つ仮説＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

①保護者の揺れ動く気持ち「段階的モデル」（ドローター） 

・子どもの出生直後に奇形のあることを知った親が、障害の

告知から障害を受け止めていくまでの感情的反応過程につ

いて整理した。 

・ショック・否認・悲しみと怒り・適応・再起の５段階で説

明される。 

②常に根底にある不安「慢性的悲哀説」（オーシャンスキー） 

・保護者は子どもの障害を知った後、絶え間ない悲哀や悲嘆

を持ち続ける。この悲哀は、通常は潜在化しているが、子

どもの成長の過程で起こる様々な出来事がきっかけとな

って再燃し、悲哀感の潜在と顕在が繰り返される。 

・悲哀を繰り返すことは病的なことではなく、保護者の自然

な感情反応である。 

③段階的モデルと慢性的悲哀説の統合 

「螺旋形モデル」（中田洋二郎） 

・段階的モデルと慢性的悲哀説の双方を、障害がある子ども

の親の自然な反応としてとらえるモデル。 

・保護者の心理には、子どもの障害を否定する気持ちと肯定

する気持ちがコインの裏表のように共存し、状況に応じて

否定と肯定のどちらかの感情が起こる。 

・障害受容の過程は個々に異なり、その過程においては、障

害を認めている保護者がその後障害を否定することも起

こり、それは自然な反応として考えるべきである。 

・障害の受容の過程で家族は紆余曲折しながらも、螺旋の階

段を登るように少しずつ適応へと進むと考えられる。 

目の前の保護者の、そのときの心情に寄り添う 

ことが最も大切です。 
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○  

 
 

○保護者との連携の際は、まず信頼関係を築くこと

から始めましょう。保護者から謙虚に学ぶ姿勢が

大切です。 

 

○丁寧に話を聴く姿勢が大切です。共感しようとす

る姿勢で話を聞きましょう。 

 

 

 

○保護者は、まず、「分かって欲しい」という思い

で話をします。保護者の価値観を尊重し、保護者

の思いを丁寧に聴き、こちらの考えを押しつけな

いようにします。 

 

○保護者の要望には誠意をもって対応しましょう。

その際、学校と家庭の役割を明確にして対処する

ことが大切です。 

 
 
 
 

保護者との連携のポイント 

その時々の保護者の思いに寄り添い、子どもの成

長を共に喜び、共に見守ろうとする姿勢が大切です。 

 

傾聴と共感が 

大切です 
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これまでの子どもの育ち 

家庭での様子 子どものよさ 

うれしかったことやほめたこと など 

 
 

 
 

○保護者から情報を得る際には、教師からの発信も

併せて行います。児童生徒の成長の様子などを伝

え、共通理解します。 

 

  

  

    

伝え合う場   

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者 

伝 

え 

合 

う 

児童生徒につ

いて共通理解 

送迎のとき・連絡帳・

電 話・学級だより・

授業参観・保護者会・

個人懇談・家庭訪問 

など 

個別の教育支援計

画の活用は、共通

理解を進めるため

に有効です。 

教 師 

児童生徒の成長の様子  

学校での活動の様子 児童生徒のよさ 

指導経過 進路に関する情報 など 

保護者との連携の実際① 

「伝え合う」ことについて 

「積極的な伝え合い」が連携の基盤となります。 
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○よいところ、できたことなどを中心に伝えます。 

○目に見える児童生徒の行動だけでなく、心の育ち

についても伝えます。 

○保護者が知りたい情報は優先して伝えるように

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

読み手が笑顔にな

り、読むことが楽し

みになるような連絡

帳にすることが大切

です。 

昼休み、校庭で遊びました。 

教師と鬼ごっこをしていたら友達

に「入れて」と声をかけられ、Ｃさ

んは「いいよ」と笑顔で返事をしま

した。次々に声をかけられ、どんど

ん友達が増えていき、多くの友達と

楽しく遊んでいました。Ｃさんは「友

達と一緒にやった鬼ごっこが楽しか

った」と感想を教えてくれました。 

例 「友達との遊び」 

Ｃさんのお母さんは、Ｃさんが友達と楽しく遊べているかい

つも心配しています。担任はお母さんに安心してもらいたいと

いつも思っていました。 

ある昼休みのこと、友達と一緒に笑顔で鬼ごっこをする姿が

ありました。担任はその日の連絡帳を次のように書きました。 

保護者の連携の実際② 

連絡帳の活用について 

担任としての取組を発信し、双方向のやりとりを心

がけましょう。 
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○事実の確認を丁寧に行います。本人からはもちろ

ん、一緒にいた友達からも、詳しく話を聞くこと

が大切です。 

○まず保護者に対して、けがを未然に防ぐことがで

きなかったことを謝罪します。そして、けがをし

たときの状況について、誠意をもって丁寧に説明

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 「昼休みのけが」 

昼休み、外で友達と遊んでいたＤさんがけがをしました。膝

がひどくすりむけています。本人に話を聞きましたが、うまく

説明ができず、状況がよく分かりません。一緒に遊んでいた友

達から話を聞くと、その友達と遊んでいる中で勢いよくぶつか

ってしまったようです。担任は連絡帳だけでは詳細を伝えるこ

とができないと判断。教頭先生に相談し、電話で伝えることに

しました。 

 

今日、昼休みにお友達と鬼ごっこを

していたのですが、ぶつかって転び、

膝をすりむいてしまいました。申し訳あ

りませんでした。実は…。 

保護者との連携の実際③ 

けがなどの緊急時の対応について 

迷ったときには、連絡帳よりも電話で、電話よりも

会って話をします。保護者が様々な心配（けがをさせ

てしまったのか、友達とうまくやれてないのかなど）を

していることを踏まえて、丁寧に説明しましょう。 
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教材開発のポイント 
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○具体的な指導内容の設定にあたっては、小・中学

校及び特別支援学校学習指導要領に示された各

教科の内容を確認し、精選する必要があります。 

 

○児童生徒一人一人の障害の状態が様々なので、学

習内容を理解することができるように、一人一人

に合わせて教材・教具を工夫します。 

 

○教材・教具を適切に活用することは、児童生徒が

自主的、主体的に学習するために重要です。 

 

○教材・教具として活用できるものは、多種多様で

す。教科書、一般図書などのほか、市販されてい

る教材なども工夫して活用できます。 

 

○日常生活の用品なども、使い方によっては有効な 

教材・教具になります。児童生徒の周りにある物 

を題材に、児童生徒の興味・関心を確かめながら 

取り入れていくことが大切です。 

 

○コンピュータ等の情報機器も活用できます。障害

の状態や経験等を考慮しつつ、適切な機器を選択

して効果的に活用できるようにします。 

 

一人一人に合わせた教材開発 
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○児童生徒の実態を把握し、指導目標を設定します。

その目標を達成するために必要と思われる教材・教

具を準備し、児童生徒に提示します。 

○児童生徒が興味をもって教材・教具に取り組み、 

うまく課題を遂行できたときには大いに賞賛し

ます。また、うまくいった要件を十分に考え、その

後の指導に生かします。 

○一生懸命に教材・教具を作っても、児童生徒が取

り組もうとしないときもあります。その際は「や

りたくない」という意思を真摯に受け止めること

が大切です。そして、その理由を十分に考え、実

態把握をより深めましょう。 

 

 

 

 

 

 

教材・教具を十分に活用するためには、児童

生徒と教師のやりとりが活発に行われることが

重要です。学習の基盤は、教師と児童生徒との

良好なコミュニケーション関係にあります。 

 

教材・教具の工夫

は授業改善にも

つながります。 

教材・教具の工夫による児童生徒理解 
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○児童生徒は目の前の教材・教具を見た瞬間に、「や

ってみたい」「これならできる」と判断します。

自分からやってみようと思えるように魅力ある教

材・教具を準備します。 

○「うまくできた」「もっとやりたい」と思えるよ

うな成功体験に導く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

よい教材・教具のポイント 

・何をどうすればよいか見て分かる仕組みであり、自ら 

活動を開始できるもの。 

・学習の流れや正否を自分で確かめることができるもの。

・安全に取り扱うことができて、材質や大きさ、色など 

が興味・関心に沿っているもの。 

・簡単に作成でき、児童生徒の取組に合わせて工夫ができ

るもの。 

教材・教具を工夫しても指導がうまくいかない

ことはたくさんあります。教師のかかわり方、 

教材・教具そのものなど、うまくいかない理由を

考え、工夫し続けることが大切です。 

教材・教具を工夫する際の留意点 

児童生徒が生き生きと取り組む姿を 

イメージしながら準備しましょう。 
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様々な教材・教具 

作業に必要な動作の獲得 

（両手を使う、ひねる） 

概念の形成（1対 1対応） 

作業に必要な動作の獲得（ふたを閉める） 

概念の形成（1対 1対応） 

作業に必要な動作の獲得（つまんで離す） 

概念の形成（箸の組み合わせ） 

作業に必要な動作の獲得（袋に入れる） 

概念の形成（１０までの数） 

作業に必要な動作の獲得（袋に入れる） 

概念の形成（３までの数） 

作業に必要な動作の獲得（つまんで離す） 
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○実態把握 

Ｓさんが分かっていることは何か、もう少しでで

きそうなことは何かを把握します。 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

実践例 ３までのかず（小２ Ｓさん） 

・遊びの順番を待つ間、１から１０まで唱えられる。 

・１０個の具体物を数える際に、不正確ながらも指さしを

しながら数えようとする。 

・２個の具体物を数える際に、「全部でいくつ」と問うと、

「３」と答える。 

・給食の配膳では、一人に一つずつ牛乳等を配ることがで

きる。 

・１から９までの数字を読むことができる。 

算数科の 

実態 

・１０までの数唱ができる。 

・一対一対応ができる。 

・「１個」は分かる。 

・１～９までの数字が読める。 

指導の工夫を図るために、指導資料「知

的障害特別支援学級における算数・数学

科の指導の充実」（栃木県総合教育センタ

ー）を参考に、指導を進めていくことに

しました。 

その際、Ｓさんが主体的に学習に取り

組めるよう、Ｓさんが分かっていること

を基に、自分自身で次の段階に踏み出せ

るよう、留意しました。 
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算数の系統性を踏まえ、Ｓさんの確実に分かる 

こと（現在地）を把握します。 

 

 
 

 

○指導目標の設定 

 

 

 

○指導計画(期間：４～５月) 

 

 

 

 

 

 

・１～３までの数が分かる。 

指導資料「知的障害特別支援学級における算数・数学科の指導の充実」

指導内容段階表（一部抜粋） 
10 

11 

16 

12 

「３までのかず」の学習については、指導資料「特別支援学校(知
的障害)における教科指導の充実」（栃木県総合教育センター）を

参考にしました。 

② 長短の棒状のブロックをはめる。(４月) 

②１～３の棒状のブロックの階段をつくる。(４～５月) 

③１～３のばらブロックの階段をつくる。（５月） 

 

指導内容段階表で、10 番「仲間分けができ

る」11 番「一対一対応ができる」が確実にで

きていることが分かりました。16 番「1～10

の数字が読める」はもう少しでできそうです

が、その前の 12～15 番が確実でないことが分

かりました。 

そこで、12 番の「１～３までの数が分かる」

を目標にすることにしました。 

 1 単位時間中の 15 分をこの学習にあてました。指

導を焦らず、Ｓさんが自分で「できた」と思えるま

で十分に繰り返したり、不安なときは前の学習に戻

ったりするようにしました。 
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〇指導の実際 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スチレンボードで隙間を埋め、１～３の

階段状になっているケースに、棒ブロッ

クをはめる活動をした。 

・Ｓさんが、１～３の順に棒ブロックをは 

められるよう「１、２、３」と一緒に数唱しながらはめた

り、その後、「トン、トン、トン、階段をのぼります」と

一緒に指で階段をなぞりながら、量が１ずつ増えていくこ

とを確認したりした。 

・Ｓさんが教材に親しめるよう、棒ブロ 

ックをＳさんと一緒に作成した。    

・棒ブロックがぴったりはまるように、ケ 

ースの隙間にスチレンボードを入れた。 

・ケースの空いているところに、長さが合

う棒ブロックをはめる活動をした。 

②１～３の棒ブロックの階段をつくる。 

Ｓさんは型はめが得意なこともあり、すぐに自

分から取り組み、長さが異なる棒ブロックを、全

てのケースに、はめることができました。 

取組の様子をよく見ていると、１のブロックは 

１のケ―スに迷わずはめていましたが、２と３の

棒ブロックはいずれかのケースに入れ、ぴったり

合わないと次のケースに入れていました。 

２、３を量として捉えることを学ぶ必要がある

と思いました。 

①長短の棒状のブロックをケースにはめる。 

 Ｓさんは、迷わず、１～３の順に棒ブロックを、

はめられるようになりました。１～３の数の量と順

序を捉え始めたと思われます。 
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・ばらブロックでの階段づくりをする活動

をした。 

・Ｓさんが自分で進められるよう、②と同

じ手順で（スチレンボードのあるケース

にはめるところから）進めるようにした。 

・スチレンボードを外してよいかを、Ｓさ

んに確認してから外し、ケースに入れた

１～３の台紙のみを手がかりにして、階

段をつくる活動をした。 

 

Ｓさんは、台紙を手がかりにしながら、自信を

もって１～３の階段をつくることができるように

なりました。 

その後、Ｓさんの「台紙を外しても大丈夫」と

の言葉を受け、台紙を外し、ケースだけでの階段

づくりに取り組みました。迷うことなく階段をつ

くることができ、「できた！」と笑顔で報告してく

れました。 

③１～３のばらブロックの階段をつくる。 

手順を同じにしたことで、Ｓさんは「同じだ。で

きる。」という思いに支えられ、自信をもって取り

組み始めました。Ｓさんは、スチレンボードや台紙

の手掛かりを用いた取組を経て、ばらブロックでも

１～３の階段を一人でつくることができるように

なりました。 

３個のブロックをケースに入れる前には、ブロッ

クを３個まとめて手に取る姿も見られ、３の量を十

分に捉えていることが分かりました。 

先生、３までの数、分かったよ。帰りの会でプリントを配

るとき、プリント数え係は、ぼくにやらせてください！ 
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算数・数学科の指導の充実のための基本的な考え方 

○系統性を踏まえた指導 

・指導の体系の全体における、児童生徒の現在地を

丁寧に把握しましょう。 

○児童生徒が主体的に学習できる指導 

・教師は、児童生徒の思いや考えを受け止めながら

かかわりましょう。（温かい人間関係） 

・教材については、児童生徒が具体物等の操作を通

して、数や計算の意味が理解できるよう配慮しま

しょう。（分かりやすさ） 

○教科の指導を核とした指導 

・教科における児童生徒の学びを、学校生活等で生

かせる場面を教師が意図的につくりましょう。 
＜指導に当たっての留意事項＞ 

教師のかかわり 

   教師とともに教材の操作を行うことから始め、 

自分一人で操作ができ、できたことを十分に味 

わえるようにする。 

教材の工夫 

   数や計算の意味が理解できるよう、具体物から 

図、図から数や式（記号）を用いた教材を工夫 

しましょう。 

下記の指導資料は、栃木県総合教育センターＷｅｂサイトからダウンロードできます。 

・「特別支援学校（知的障害）における教科指導の充実」平成 29年３月 

・「知的障害特別支援学級における算数・数学科の指導の充実」平成 30年３月 
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参考文献 

・文部科学省 小学校学習指導要領解説総則編 2017 

・文部科学省 中学校学習指導要領解説総則編 2017 

・文部科学省 特別支援学校学習指導要領解説総則等編（幼稚部・小学部・中学部）2018 

・文部科学省 特別支援学校学習指導要領解説各教科編（小学部・中学部）2018 

・文部科学省 特別支援学校学習指導要領解説自立活動編 2018 

・栃木県教育委員会 特別支援学級及び通級による指導 教育課程編成の手引 2019 

・菅井裕行 障害のある子どもたちとの係わり合いから学んだこと  

障害児教育研究 9 巻 1 号 2004 

・中田洋二郎 発達障害と家族支援 家族にとって障害とはなにか 学研 2009 

 

 

 

(Ｗｅｂサイトから得られる情報について) 

・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

http://www.nise.go.jp/cms/sitemap.html 

・県教委特別支援教育室「個別の教育支援計画について」 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m05/education/gakkoukyouiku/tokubetsu/documents/ 

kobetukyouiku.pdf 

・栃木県の特別支援学校の地域支援について 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m05/education/gakkoukyouiku/tokubetsu/11829137

72963.html 

・栃木県の障害福祉施策（栃木県障害者福祉ガイド） 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/fukushi/shougaisha/shisaku/index.html 
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